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 平成１８年第１回常陸太田市議会定例会を、次のとおり招集する。 

 

 平成１８年３月１日 

 

常陸太田市長  大 久 保 太 一 

 

 1. 期  日   平成１８年３月８日 

 

 2. 場  所   常陸太田市議会議場 
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平成１８年３月８日 

月   日 曜 会 議 別 主 な 内 容 

３ 月 ８ 日 水 本 会 議 
１．開  会    ２．会期の決定 

３．施政方針説明  ４．議案説明 

３ 月 ９ 日 木 休  会  

本 会 議 １．議案質疑    ２．委員会付託 

３月１０日 金 

委 員 会 １．議員定数調査特別委員会 

３月１１日 土 休  会  

３月１２日 日 休  会  

３月１３日 月 本 会 議 １．一般質問 

３月１４日 火 本 会 議 １．一般質問 

３月１５日 水 本 会 議 １．一般質問 

３月１６日 木 委 員 会 １．総務委員会   ２．文教民生委員会 

３月１７日 金 委 員 会 １．産業水道委員会 ２．建設委員会 

３月１８日 土 休  会  

３月１９日 日 休  会  

３月２０日 月 委 員 会 １．予算特別委員会 

３月２１日 火 休  会  

３月２２日 水 委 員 会 １．予算特別委員会 

３月２３日 木 休  会  

３月２４日 金 本 会 議 
１．委員長報告（質疑・討論・採決） 

２．閉  会 
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平成１８年３月８日（水） 

            ──────────────────― 

議 事 日 程（第１号） 

平成１８年３月８日午前１０時開議 

日程第 １ 会期の決定 

日程第 ２ 委員長報告 

日程第 ３ 施政方針説明 

日程第 ４ 議案第 １号 常陸太田市移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例の制定につ 

             いて 

      議案第 ２号 常陸太田市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例の制定 

             について 

      議案第 ３号 常陸太田市国民保護協議会条例の制定について 

      議案第 ４号 常陸太田市個人情報保護条例の一部改正について 

      議案第 ５号 常陸太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す 

             る条例の一部改正について 

      議案第 ６号 常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例 

             の一部改正について 

      議案第 ７号 常陸太田市職員の給与に関する条例の一部改正について 

      議案第 ８号 常陸太田市手数料条例の一部改正について 

      議案第 ９号 常陸太田市危険物の規制に関する手数料条例の一部改正について 

      議案第１０号 常陸太田市国民健康保険条例の一部改正について 

      議案第１１号 常陸太田市国民健康保険税条例の一部改正について 

      議案第１２号 常陸太田市介護保険条例の一部改正について 

      議案第１３号 常陸太田市中小企業事業資金融資あっせん条例の一部改正について 

      議案第１４号 常陸太田市西山の里観光施設の設置及び管理に関する条例の一部改 

             正について 

      議案第１５号 常陸太田市水府竜神観光施設の設置及び管理に関する条例の一部改 

             正について 

      議案第１６号 常陸太田市水府ふるさとセンターの設置及び管理に関する条例の一 

             部改正について 

      議案第１７号 常陸太田市水府竜神ふるさと村の設置及び管理に関する条例の一部 

             改正について 

      議案第１８号 常陸太田市里美カントリー牧場の設置及び管理に関する条例の一部 

             改正について 



 ８

      議案第１９号 常陸太田市里美温泉保養センターの設置及び管理に関する条例の一 

             部改正について 

      議案第２０号 常陸太田市西金砂そばの郷，西金砂湯けむりの郷及び物産センター 

             こめ工房の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

      議案第２１号 常陸太田市総合交流ターミナルの設置及び管理に関する条例の一部 

             改正について 

      議案第２２号 常陸太田市駐車場設置及び管理に関する条例の一部改正について 

      議案第２３号 常陸太田市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正につい 

             て 

      議案第２４号 常陸太田市教育委員会教育長の給与，勤務時間及びその他の勤務条 

             件に関する条例の一部改正について 

      議案第２５号 常陸太田市公民館の設置及び管理等に関する条例の一部改正につい 

             て 

      議案第２６号 常陸太田市水府地区特定農山村総合支援基金の設置，管理及び処分 

             に関する条例の廃止について 

      議案第２７号 茨城県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少につ 

             いて 

      議案第２８号 茨城租税債権管理機構規約の一部改正について 

日程第 ５ 議案第２９号 平成１７年度常陸太田市一般会計補正予算（第６号）について 

      議案第３０号 平成１７年度常陸太田市国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 

             について 

      議案第３１号 平成１７年度常陸太田市老人保健特別会計補正予算（第２号）につ 

             いて 

      議案第３２号 平成１７年度常陸太田市介護保険特別会計補正予算（第３号）につ 

             いて 

      議案第３３号 平成１７年度常陸太田市下水道事業特別会計補正予算（第５号）に 

             ついて 

      議案第３４号 平成１７年度常陸太田市農業集落排水事業特別会計補正予算（第３ 

             号）について 

      議案第３５号 平成１７年度常陸太田市戸別合併処理浄化槽設置整備事業特別会計 

             補正予算（第４号）について 

      議案第３６号 平成１７年度常陸太田市簡易水道事業特別会計補正予算（第４号） 

             について 

      議案第３７号 平成１７年度常陸太田市宅地分譲事業特別会計補正予算（第１号） 

             について 

      議案第３８号 平成１７年度常陸太田市水道事業会計補正予算（第４号）について 



 ９

      議案第３９号 平成１７年度常陸太田市工業用水道事業会計補正予算（第４号）に 

             ついて 

日程第 ６ 議案第４０号 平成１８年度常陸太田市一般会計予算について 

      議案第４１号 平成１８年度常陸太田市国民健康保険特別会計予算について 

      議案第４２号 平成１８年度常陸太田市老人保健特別会計予算について 

      議案第４３号 平成１８年度常陸太田市介護保険特別会計予算について 

      議案第４４号 平成１８年度常陸太田市下水道事業特別会計予算について 

      議案第４５号 平成１８年度常陸太田市農業集落排水事業特別会計予算について 

      議案第４６号 平成１８年度常陸太田市戸別合併処理浄化槽設置整備事業特別会計 

             予算について 

      議案第４７号 平成１８年度常陸太田市簡易水道事業特別会計予算について 

      議案第４８号 平成１８年度常陸太田市宅地分譲事業特別会計予算について 

      議案第４９号 平成１８年度常陸太田市水道事業会計予算について 

      議案第５０号 平成１８年度常陸太田市工業用水道事業会計予算について 

            ──────────────────― 

本日の会議に付した事件 

 日程第 １ 会期の決定 

 日程第 ２ 委員長報告 

 日程第 ３ 施政方針説明 

 日程第 ４ 議案第１号ないし議案第２８号（一括上程・提案理由説明） 

 日程第 ５ 議案第２９号ないし議案第３９号（一括上程・提案理由説明） 

 日程第 ６ 議案第４０号ないし議案第５０号（一括上程・提案理由説明） 

            ──────────────────― 

出席議員 

    議 長   生田目 久 夫 君     副議長   岩 間 成 行 君  

     １番   益 子 慎 哉 君      ２番   深 谷 秀 峰 君 

     ３番   平 山 晶 邦 君      ４番   豊 田 吉 三 君 

     ５番   福 地 正 文 君      ６番   高 星 勝 幸 君 

     ７番   菊 池 伸 也 君      ８番   関   英 喜 君 

     ９番   田 尻 求 士 君     １２番   田 所 美 朗 君 

    １３番   大 森 康 多 君     １４番   金 沢 広 道 君  

    １５番   荒 井 康 夫 君     １６番   石 﨑 拓 也 君  

１７番   成 井 小太郎 君     １８番   山 口 恒 男 君  

    １９番   川 又 照 雄 君     ２０番   後 藤   守 君  

    ２１番   茅 根   猛 君     ２２番   黒 沢 義 久 君  

    ２３番   小 林 英 機 君     ２４番   沢 畠   亮 君  



 １０

    ２５番   興 野   勉 君     ２６番   立 原 正 一 君  

    ２７番   矢 部 正 心 君     ２８番   井 上 清 一 君  
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    市    長  大久保 太 一 君    収 入 役  関     勇 君 

    教 育 長  小 林 啓 徳 君    市 長 公 室長  柴 田   稔 君 

    総 務 部 長  萩 谷 暎 夫 君    市民生活部長  綿 引   優 君 

    保健福祉部長  増 子   修 君    産 業 部 長  沼 田 久 雪 君 

    建 設 部 長  榊   勝 雄 君    金砂郷支所長  菊 池 勝 美 君 

    水 府 支 所長  小 林   平 君    里 美 支 所長  藤 田 宏 美 君 

    水 道 部 長  西 野   勲 君    消 防 長  井 上 裕 彦 君 

    教 育 次 長  岡 部 恒 雄 君    秘 書 課 長  深 沢 菊 一 君 

    参事兼総務課長  大 谷 利 行 君    監 査 委 員  檜 山 直 弘 君 

            ──────────────────― 

事務局職員出席者 

    事 務 局 長  椎 名 義 夫      副 参 事  佐 川 尚 樹 

    次長兼庶務係長  吉 成 賢 一      議 事 係 長  岡 田 和 也 

            ──────────────────― 
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午前１０時開会 

○議長（生田目久夫君） ご報告いたします。 

 ただいま出席議員は６３名であります。 

 便宜欠席議員の氏名を申し上げますから，ご了承を願います。１０番石山良春君，３４番井坂

勝安君，４０番山本昌君，以上３名であります。 

 よって，定足数に達しております。 

 これより平成１８年第１回常陸太田市議会定例会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

            ──────────────────― 

 会議録署名議員の指名 

○議長（生田目久夫君） 会議録署名議員の指名をいたします。 

 会議録署名議員には，会議規則第８１条の規定により 

     ８番  関   英 喜 君     ４３番  岩 間 国 高 君 

の両君を指名いたします。 

            ──────────────────― 

 諸般の報告 

○議長（生田目久夫君） 諸般の報告を行います。 

 最初に，議長会の経過についてご報告をいたします。 

 去る１月２４日，土浦市において茨城県市議会議長会が開催されました。会議内容については，

お手元に配付いたしました報告書によりご承知を願いたいと思います。 

 次に，１月２６日付で東京都港区西新橋１の１７の１４リバティー１４ビル３階日本国家公務

員労働組合連合会中央執行委員長堀口士郎氏から，「公共サービスの安易な民間開放は行わず，充

実を求める意見書提出に関する陳情書」が，２月２８日付で久慈郡大子町大字下野宮３０３７番

地水郡線地域共同運動連絡会会長大森正喜氏から，「公契約法制定を求める意見書の採択を求める

陳情書」が，同じく２月２８日付で久慈郡大子町大字下野宮３０３７番地水郡線地域共同運動連

絡会会長大森正喜氏から，「医師確保と地域医療の充実を求める意見書の採択を求める陳情書」が

お手元に配付してありますとおり提出されておりますので，ご報告をいたします。 

 次に，地方自治法第１２２条の規定により，平成１７年常陸太田市事務に関する説明書がお手

元に配付されておりますとおり提出されておりますので，ご報告をいたします。 

 次に，監査委員から，平成１７年１２月，平成１８年１月及び２月の例月現金出納検査の結果

について，報告書が別紙写しのとおり提出されておりますので，ご報告をいたします。 

 次に，地方自治法第１２１条の規定により，提出案件説明のため，次の者を議場に出席するよ

う要求いたしましたのでご報告をいたします。 

 市    長  大久保 太 一 君    収 入 役  関     勇 君 

 教 育 長  小 林 啓 徳 君    市 長 公 室長  柴 田   稔 君 

 総 務 部 長  萩 谷 暎 夫 君    市民生活部長  綿 引   優 君 
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 保健福祉部長  増 子   修 君    産 業 部 長  沼 田 久 雪 君 

 建 設 部 長  榊   勝 雄 君    金砂郷支所長  菊 池 勝 美 君 

 水 府 支 所長  小 林   平 君    里 美 支 所長  藤 田 宏 美 君 

 水 道 部 長  西 野   勲 君    消 防 長  井 上 裕 彦 君 

 教 育 次 長  岡 部 恒 雄 君    参事兼総務課長  大 谷 利 行 君 

 秘 書 課 長  深 沢 菊 一 君    監 査 委 員  檜 山 直 弘 君 

以上，１８名でございます。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

            ──────────────────― 

○議長（生田目久夫君） 本日の議事日程は，お手元に配付いたしました議事日程表のとおりと

いたします。 

            ──────────────────― 

 日程第１ 会期の決定 

○議長（生田目久夫君） 日程第１，会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 今期定例会の会期は，お手元に配付いたしました会期予定表のとおり，本日から３月２４日ま

で１７日間といたしたいと思いますが，これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（生田目久夫君） ご異議なしと認めます。 

 よって，会期は本日から３月２４日まで１７日間と決定をいたしました。 

            ──────────────────― 

 日程第２ 委員長報告 

○議長（生田目久夫君） 次に，日程第２，委員長報告を行います。 

 平成１７年９月定例会において，議員定数調査特別委員会に付託されておりました，常陸太田

市議会の議員の定数について，審査の経過並びに結果について，議員定数調査特別委員会委員長

萩谷俊昭君の報告を求めます。 

〔議員定数調査特別委員長 萩谷俊昭君登壇〕 

○議員定数調査特別委員長（萩谷俊昭君） 調査特別委員長の萩谷でございます。議長のお許し

をいただきまして，議員定数に関する経過並びに最終報告をいたしたいと思います。 

 当特別委員会に付託されておりました常陸太田市議会の議員の定数について，審査の経過並び

に結果について，常陸太田市議会会議規則第１０３条の規定によりご報告いたします。お手元に

配付してございます報告書の朗読をもって報告にかえさせていただきます。 

 常陸太田市議会議員定数調査特別委員会最終報告。本委員会に付託されておりました常陸太田

市議会の議員の定数についての審査の経過及び結果についてご報告いたします。 

 平成１１年７月に成立した地方分権一括法において地方自治法が改正され，議会議員の定数を

条例で定めることとなり，平成１５年１月１日から施行され，現在の常陸太田市議会議員の定数
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を定める条例は定数２２人となっております。こうした中，当市は，平成１６年１２月１日の合

併により人口は約６万 2,０００人となり，議員数は合併特例法の在任特例により現員６６人であ

ります。 

 議会の議員の定数は，地方自治法上，人口５万以上１０万未満の市の場合，３０人を超えない

範囲内で定めることとなっており，平成１９年４月３０日の任期満了を控え，議員定数調査特別

委員会を設置し，慎重に検討を重ねてきたところであります。 

 検討資料としては，全国市議会議長会の議員定数に関する調査，全国同規模市の調査，人口５

万から１３万人程度まで，県内合併市町の状況調査等の資料をもとに，分析調査を行いました。

県内合併市町の調査では，人口，議員定数と削減状況，報酬額，議員１人当たりの人口，財政力

指数，一般会計予算などについても参考にいたしました。この中で，特別委員会で検討中，ある

いは検討する予定のある市が本市を含め３市，合併協議会の中で議員定数を協議済みである市が

１０市となっている状況であります。 

 １２月１４日の第４回特別委員会の中で，法定数上限３０人については削減する方向で一致い

たしましたが，何名削減するかについては意見が分かれ，１２月２０日の定例本会議の中間報告

書においては，現在の常陸太田市議会の議員の定数２２人を，２４人から２８人の間で調整する

との報告を行ったところであります。 

 ２月２１日の第５回特別委員会の審議では，定数２８人とする委員からは，旧常陸太田市の人

口が４万人で定数２２人，合併して旧町村の人口が２万人ふえた中では，地域性等を考慮すると，

相応であるとの意見が出されました。また，定数を２６人とする委員からは，次期改選後の議会

では２４人とすることも考慮しなければならないが，急激な議員数の減少は，合併後間もない中

で，市民の声の反映，地方分権への対応，行政チェック機能の低下が懸念されるなどの意見が出

されました。さらに，定数を２４人とする委員からは，長引く経済不況のもと，民間に限らず，

市執行部も国の三位一体の改革の中で行財政改革に積極的に取り組み，官民とも痛みを伴った対

応をしている状況を踏まえ，議会としても，民意の反映に支障を来たさない範囲での削減はやむ

を得ないなどの意見が出されました。 

 このような議論の末，市執行部の行財政改革への真剣な取り組みや，合併の趣旨を基本としな

がらも，本市の抱える市勢等を考慮し，これまでに述べた各種状況を総合的に検討した結果，民

意が十分に反映できる議員数は必要であるとの意見で一致し，市民の理解は得られるものとの判

断から，調査検討を終了し，採決して決定すべきと判断をいたしました。 

 委員会での採決は，全会一致を基本に各委員の協力をお願いしていたことから，委員会採決の

結果，全会一致で定数を２６人とすることとし，次の一般選挙から適用すべきであるとの結論に

達した次第であります。 

 今後は，３月１０日の特別委員会で常陸太田市議会の議員の定数を定める条例の一部改正につ

いての手続の確認を行い，３月２４日の最終日に議員提案し，本特別委員会を終了すべきである

と決したところであります。 

 最後に，今回の調査内容は議員定数に限ったものでありましたが，今後のさらなる議会改革を
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目指すためにも，最も重要なことは日々の研さん，資質の向上であり，これは，現職議員である

我々のみならず，将来にわたり議員に課せられた使命であります。我々の活動には，行政の監視

にとどまらず，積極的な政策提言や地方分権への対応が求められ，議会の果たすべき役割が従来

にも増して拡大してきている状況にあります。そういう中で，議員みずからが資質の向上を図る

とともに，民意の反映に最大限努力し，その結果として議員並びに議会に対する市民の期待が高

まり，信頼される議会となるよう努めなければなりません。 

 なお，審議の過程で出されましたように，今回２６人とした議員定数についても，次期改選後

の議会においては，さらなる削減も検討せざるを得ない状況にあることを視野に入れ，より一層

の自己研さんと議会の活性化を図る必要があることを付記し，議員定数調査特別委員会の最終報

告といたします。どうか最終日，議員各位の深いご理解とご賛同をよろしくお願いいたしまして，

報告を終わります。ありがとうございました。 

○議長（生田目久夫君） 委員長報告は終わりました。 

 これより，質疑を行います。質疑はありませんか。 

 ６５番，宮田欣三君。 

〔６５番 宮田欣三君登壇〕 

○６５番（宮田欣三君） ただいま議員定数調査特別委員会委員長の最終報告をいただきました。

これまで特別委員会の委員の皆さんが真摯に，さらなる常陸太田市の充実発展のための議員定数

の適正な数はどうあるべきかということで，審議，調査，そして適宜報告をいただきながら，我々

としても理解をしてきたつもりでございますから，大意はおおむね了解をいたしておりますが，

市民の皆さんにとっては，この２６人とするということに至る経過は，ただいまの報告で概要理

解はいただけたとしても，委員会の中で委員さん方が真剣に発言をしていただいた経過について

二，三点，委員長に，私の伺う角度の発言があったか，ないかというような点についてだけ，お

答えをいただきたいというふうに思います。 

 すべてこの最終報告書でしっかりと報告がなされていると思いますが，私がお伺いするところ

は，まず第１点，現在の常陸太田市の定数の条例については２２名であることも触れております。

最終結論は４名増の２６名という報告になりました。その経過といたしましては，２４から２８

という中でのもろもろの意見があったと思いますが，私が伺うのは，私も公費政務調査をさせて

いただきながら，県内，そして県外の状況等も調査させていただいている結果として，どういう

発言がありましたかということをお伺いするわけであります。つまり，現在の２２名から議員が

４名ふえるということについては，今，最大の関心事であります市の財政状況，財政力指数等を

考えて，議員１人当たりの経費掛ける増となる人数が，いわゆる現条例からすれば，議員に係る

経費としてはプラスになるわけであります。 

 現在は６６名，在任特例でありますから，これはもうご承知のとおり，４地区のそれぞれの首

長さん方の任意の調査研究ということからスタートして，その結果が概略５つの基本合併の方針

が決まりまして，４つの議会の議長が任意の研究会の中へ入りまして，最終合意を得て，その結

果として，我々は４つの議会で法定協議会を設置することを議決したのも事実であります。その
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結果として，法定協議会が合併特例法に基づく合併へのもろもろの調整権限という中での意見調

整をしながら，その法定協議会の協議の結果として，特に議員の身分にかかわる点につきまして

は，４つの議会の議員が全員残るということでの在任特例が提案をされましたことでありますか

ら，私は，それは４つの地区の法定協の委員さん方が，市民代表の学識委員を含めて合意をした

ことでありますから，当然，自治法でいう３０名以内ということでの合併時スタートの議会にな

れば，今，執行部で懸命に，その新市の総合計画策定作業，そういうことがいずれ新市の地域基

盤整備の新市計画と相まった議会への承認を求める作業になってくると期待しておりますから，

そういう中では，４つの議会の議員が全員残ってきめ細やかに地域の意見を提言していくという，

今，地方制度調査会で，今後の議会の権限強化，とりわけ議員提案的な政策提言の権限強化が大

事であるということで，今国会でも，その自治法改正へ踏み込む提案作業中であることを，総務

省からの情報で伺っておりますから，そういうところを十分踏まえながら，数多く申し上げまし

たけれども，２６名という定数の報告の中で，現条例から４名ふえる。ついては，そのプラス経

費部分について，２２名が現在のことですから，６６名の現在の在任特例，これは合併特例法に

基づく，それをしっかりと皆さんと一緒に議決をして，４地区の議会が６８名スタートで，現在

６６名になっていることは，市民の皆さんも十分理解をしていただいて今日に至っていると，私

は認識しておりますから，そこでお伺いをするわけであります。 

 仮に，現在の２２名から４名ふえるという１人当たりの議員経費について，いわゆる経費が増

になるという考え方で，議員の報酬経費については，２６名にするんではあるけれども，２２名

の経費の中で，要するに報酬その他の経費を下げるという意見が，研究すべきだというご意見が

委員会の中であったか，ないか，端的にお答えください。 

 それから，財政力指数その他を十分調査をした上で，協議をいただいていることは承知をして

おります。そして，今後の，新しい選挙後の議会構成の中で，「さらなる定数削減を検討せざるを

得ない状況であることも視野に入れて」と報告にもございますが，私は，地域住民の代表であり

ます委員を委嘱しております報酬等審議会を市長に招集をしていただいて，そういうことを答申

していただくべきであるというような意見が，委員会で出ましたかどうかというようなことで，

今後の議会の特別委員会だけで中間報告ということで，多角度からの協議をいただいたことを敬

意，感謝をしているわけでありますが，委員会の経過でこういう結論に至ったという，経過的な

中のお答えがいただきたいということで，そういうことをお伺いするわけであります。 

 現在の条例に比較して，ふえた部分をどう対応するかという角度での意見が，委員会として発

言がありましたかどうか。そしてまた，そういうことに関しては，報酬等審議会を市長に要望を

していくべきであるという角度の発言があったかどうかということで，おおむね２つの点に絞っ

て，そういう発言があったかどうかをお聞かせいただければありがたいと。 

 最後に，特別委員会の皆さん方の多角度からのご検討をいただいた報告に対して感謝を申し上

げまして，委員長に対する質疑を終わります。 

○議長（生田目久夫君） 答弁を求めます。委員長。 

〔議員定数調査特別委員長 萩谷俊昭君登壇〕 
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○議員定数調査特別委員長（萩谷俊昭君） お答えいたします。 

 ただいまの宮田議員からの質問でございますが，条例定数を２２から２６に変更するというこ

とでございますが，その４人分の経費については，現在の２２人の状態での報酬の中で操作すべ

きというようなご意見が出たかというようなことであろうと思うんですが，そのご意見について

は出ませんでした。 

 ただ，計算的に，条例からいうと４名ふえるわけですが，この件については，２２名から増加

するために，大体 2,５００万ぐらいの増加というふうに考えます。それから，我々委員会としま

しては，やはり議員も納得し，市民にも納得してもらうというような立場から慎重に協議したこ

とを，重ねてお知らせしておきたいというふうに思います。 

 また，報酬審議会の委員の要望はということでございましたが，この件につきましては，私た

ちは定数問題調査委員会でございまして，報酬までは立ち入ることはいたしませんでした。 

 以上です。 

○議長（生田目久夫君） ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（生田目久夫君） 質疑なしと認めます。 

 以上で，質疑を終結いたします。 

 ただいまの議員定数調査特別委員会の報告につきましては，委員長報告のとおり今期定例会最

終日に議案を提出する予定でありますので，ご了承を願います。 

            ──────────────────― 

 日程第３ 施政方針説明 

○議長（生田目久夫君） 次，日程第３平成１８年度施政方針について，市長より説明を願いま

す。市長。 

〔市長 大久保太一君登壇〕 

○市長（大久保太一君） 本日，平成１８年第１回の市議会定例会を招集しましたところ，議員

の皆様におかれましては，ご健勝にてご出席を賜り，まことにありがとうございます。日ごろ，

市政運営の推進につきましては，深いご理解とご支援をいただき，心から感謝と御礼を申し上げ

ます。 

 今期定例会は，平成１８年度の予算を初め，重要案件についてご審議をいただきます。議案の

説明に先立ち，市政運営に当たる基本方針と平成１８年度の施策の概要を申し上げ，議員の皆様

のご賛同を賜り，あわせて市民の皆様に一層のご理解とご協力をいただきたいと思います。 

 国におきましては，三位一体の改革，公務員の人件費削減など，小さな政府実現のための改革

が進められております。このような中で，国から地方への方針のもとに，３兆円の税源移譲，地

方交付税の見直し，４兆 7,０００億円の補助金改革などが進められております。しかしながら，

地方を取り巻く環境は，地方の望む自主自立による分権型地域社会への実現に一歩一歩近づきつ

つも，依然として厳しい財政状況の中で，行政運営を行っているのが現状であります。今後，さ

らに一層，真に地方みずからが政策を実行できる改革を望むところでございます。 
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 このような状況下にありますが，本市は，合併後における早期の一体感の醸成と，合併効果を

最大限に生かすべく，常陸太田市総合計画並びに合併まちづくり計画に基づきまして，市民の皆

様が住んでいてよかったと心から思えるまちの実現を目指して，一つ一つ着実に諸施策を進めて

まいります。 

 さらに，合併後の新市の将来像を長期的な視点に立って見通し，市政運営を総合的かつ計画的

に行うため，平成１７年度より平成１９年度を初年度とする今後１０年間の新総合計画策定に取

り組んでおり，元気と魅力あふれるまちの実現，少子高齢化社会などへの対応，企業・団体・市

民との協働，新市の早期の一体化，行財政改革など，市民生活の一層の向上を目指す計画として

策定を進めてまいります。 

 平成１８年度は，昨年５月に市民の皆様より市政運営を託させていただきまして，初めての予

算編成となります。このため，市総合計画はもとより，合併まちづくり計画の基本方針である行

動理念に沿って，新総合計画策定事業，安全・安心まちづくり事業，市民バス試行運行事業，ミ

ニドック検診事業，自動体外式除細動器の設置，天下野診療所及び里美歯科診療所整備事業，仮

称ではございますが，中染分署里美出張所整備事業，防災行政無線整備事業，学校給食センター

里美センター建設事業などに取り組みますとともに，なお一層の市民福祉向上のためにさまざま

な事業を行ってまいります。 

 次に，平成１８年度の予算と施策の概要について申し上げます。 

 まず，その指針となります国の一般会計予算及び地方財政の見通しについてでありますが，国

の一般会計予算の規模は７９兆 6,８６０億円で，前年度に比較して２兆 4,９６９億円，３％の減，

国債費及び地方交付税交付金を除く一般歳出は４６兆 3,６６０億円で，前年度に比較して 9,１６

９億円，1.９％の減となっております。 

 地方財政につきましては，経済財政運営と構造改革に関する基本方針等に沿って，国の歳出の

見直しと歩調を合わせて地方の歳出を見直すこととされ，地方財政計画の規模は８３兆 1,５０８

億円となり，前年度に比較をいたしまして 6,１７９億円，0.７％の減，５年連続して減額となっ

ております。 

 平成１８年度も，前年に引き続き一般財源の総額が確保されたとはいうものの，地方財政計画

上で，地方公務員が２万 2,６００人規模で削減されるなど，給与関係経費が 0.６％の減，投資的

経費の地方単独事業が実質 3.２％の減となるなど，予算編成は昨年にも増して大変厳しいものと

なりました。 

 このような中で，市総合計画及び合併まちづくり計画に位置づけられました諸施策を着実に推

進するとともに，地域の一体性を速やかに確保するため，合併効果を生かし，定員適正化計画に

基づく職員数の減による給与関係経費の削減，交際費，旅費，消耗品等の縮減，常勤特別職の給

料の削減，管理職手当の削減など，経常経費の節減合理化を図り，限られた財源を有効に活用す

ることを基本に，将来の財政運営にも十分に配慮して予算編成を行いました。 

 平成１８年度の各会計の予算規模についてでありますが，初めに，一般会計は２３７億 8,１０

０万円で，0.５％の減でございます。特別会計は８件で総額１９６億 5,２２５万 3,０００円，7.
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７％の増，企業会計は２件で総額１８億 9,６３４万 1,０００円，６％の減となっております。各

会計の予算を合計いたしますと，４５３億 2,９５９万 4,０００円で，2.７％の増となっておりま

す。 

 以下に，行政の各分野について，施策の基本的な考え方と概要を申し上げます。 

 第１は，「健康で安心して生き生きと暮らせるまち」についてであります。 

 少子高齢化がさらに進む中で，だれもが住みなれた地域で安心して子供を産み，育て，そして

高齢者や障害のある方などが生涯にわたり健やかで，生きがいを感じながら暮らしていくことの

できるまちづくりを進めていくことが大切であります。そのためには，市民が地域福祉活動に積

極的に参加することができるように，各種の地域団体と連携・協働を図り，地域に根ざした福祉

活動を推進してまいります。 

 老人福祉につきましては，従来から実施していた介護予防・地域支え合い事業，老人保健事業，

在宅介護支援センター事業などを統合・再編いたしまして，介護予防事業などに取り組んでまい

ります。さらに，ひとり暮らしなどの虚弱高齢者の方の安否確認と日用品買物の支援として，宅

配・買物代行サービス事業や緊急通報体制整備事業などを行ってまいります。 

 障害者福祉につきましては，４月より障害者自立支援法による障害者・障害児が自立した日常

生活・社会生活を営むために必要な支援制度が始まります。本市におきましても，障害福祉サー

ビスや地域生活支援事業等の提供体制を確立するために，障害者福祉計画の策定作業を進めます

とともに，介護給付，自立支援医療などのサービスを提供してまいります。 

 児童福祉につきましては，次世代育成支援地域行動計画に基づきまして，子供たちが健やかに

生き生きと輝き，家庭や地域において安全で安心して子供を産み，親子ともに成長の喜びを感じ

られる環境づくりに努めてまいります。 

 また，子育て支援事業として，育児に悩みや不安を持つ保護者に対し，育児相談や未就園児の

交流保育の場の提供，さらには，子育てサークル支援，母子保健事業などの充実と，子育て家庭

における経済的支援を図りますため，医療福祉事業の対象を妊産婦まで拡大してまいります。 

 放課後児童クラブにつきましては，せや児童クラブを開設するとともに，受け入れ児童を４年

生まで拡大してまいります。 

 結婚対策事業といたしましては，金砂郷，水府，里美地区において，男女の交流会を実施して

まいります。 

 保健予防につきましては，働き盛りの方の健康チェックとして，新たにミニドック検診事業を

実施してまいります。また，天下野診療所，里美歯科診療所の建設を進めるとともに，同じ医療

圏内に開院予定の広域の総合病院に対しまして，支援を行います。 

 国民健康保険につきましては，安定した事業運営の確立を図りますため，その基盤である国保

税の均一化を図ってまいります。 

 介護保険につきましては，介護保険制度の改正に伴い，介護予防を中心とした予防重視型シス

テムへの転換を図ってまいります。 

 第２は，「自然を活かし快適に暮らせるまち」についてであります。 
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 市街地整備につきましては，鯨ケ丘の歴史的景観を生かした街なみ環境整備事業を引き続き推

進し，旧消防庁舎跡地につきましては，企画立案段階から地域住民を交えた計画づくりを行い，

中心市街地活性化計画との整合性のとれた土地利用を進めてまいります。新市の玄関口となる常

陸太田駅周辺地区につきましては，現況測量を実施し，整備の基本設計を行い，早期に事業着手

できるよう事業推進に努めてまいります。日立電鉄線跡地につきましては，事業用地の代替地，

公共公益施設用地，既存商店の集積，新たな民間活力の導入等，その利活用について検討してま

いります。また，県道日立笠間線の木崎・稲木ルートや滝坂土地区画整理事業の促進も図ってま

いります。 

 道路行政につきましては，すべての面で基盤整備の根幹をなすものであるため，一層道路整備

の推進に力を注いでまいります。 

 国道や県道等の幹線道路の整備につきましては，地域の活性化を図る上で必要不可欠な課題で

あるため，引き続き関係機関の理解と協力のもとに，整理促進を図ってまいります。 

 市道につきましては，地方道路整備臨時交付金事業として，里野宮白羽線を整備し，道整備交

付金事業として，磯部天神林線，粟原小島線，大門幹線，西河内幹線，高柿千寿線の整備を進め

てまいります。また，安全快適なみち緊急整備事業として，猿ケ橋線の整備を進め，さらに過疎

代行事業として，天下野東染線，七反田代線の整備を進めてまいります。また，一般道路整備事

業として，岡田台線，大森丹奈線，花房青木線，松平千寿線の整備を進め，さらに，測量調査，

改良，舗装工事など４１路線の整備を進めてまいります。 

 道路維持事業につきましては，宮本町西バイパスの舗装補修，大里町市道の横断暗渠布設がえ

など，交通危険箇所の改善や交通安全対策，排水整備の工事を進めてまいります。 

 上水道事業につきましては，安全でおいしい水の安定供給に努めるとともに，将来にわたり良

質な水道水源の保全を図りますため，小中学生を対象とした水生生物による簡易水質調査を行い，

環境と河川のかかわりなどの意識を深めるため，ふるさとの水づくり事業を実施してまいります。 

 公共下水道事業につきましては，事業認可区域の拡大を予定しております。市街化調整区域内

の整備について，馬場・増井・新宿町の一部，下河合地区，真弓ヶ丘住宅団地への幹線管渠整備

に着手してまいります。 

 特定環境保全公共下水道事業につきましては，平成１９年度供用開始に向けまして，汚泥処理

施設の整備を行いますとともに，管渠につきましても，久米・大里・薬谷・玉造・芦間・和田・

松平町の整備を進めてまいります。 

 農業集落排水事業につきましては，中野・小島地区の平成１９年度供用開始に向け，管路施設

及び処理施設整備を進めてまいります。 

 市営住宅につきましては，公営住宅ストック総合改善事業として，新宿町団地６・７のトイレ

水洗化工事を実施してまいります。 

 生活環境につきましては，日常生活における一人ひとりの環境思想の普及や，環境基本計画策

定を促進する中から，市民と事業者等と協働して，持続可能な環境社会の構築に向けた取り組み

を図ってまいります。 
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 ごみ処理対策につきましては，市民参加による資源物の回収体制を整備し，資源リサイクルを

推進してまいります。また，資源の有効利用の啓発活動を行い，環境への負荷が少ない，資源循

環型の地域社会実現に向けた取り組みを進め，処理費用の削減に努めてまいります。 

 し尿処理対策につきましては，現在の収集体系を見直し，水府及び里美地区に許可制度の導入

を図るため，投入料金の検討や投入量及び収集エリアの調整を行ってまいります。 

 なお，施設の老朽化が進んでおります里美クリーンセンターにつきましては，汚泥資源化施設

を今後３カ年計画で更新するため，生活影響調査，基本設計に着手いたします。 

 防犯対策につきましては，市民の自主的な組織設立に際して補助を行いますとともに，研修会

などを開催し，資質の向上を図ってまいります。 

 消防につきましては，住宅用火災警報器の設置が義務化されましたので，設置について市民の

理解をいただくため，普及・啓発に努めてまいります。 

 救急業務につきましては，国の救急業務高度化推進計画に基づき，気管挿管・薬剤投与処置が

できる救急救命士の養成を行い，効果的な救急業務を推進してまいります。さらに，現場到着ま

での時間を短縮し，救命率向上を図りますため，里美支所に仮称中染分署里美出張所を整備いた

します。 

 防災につきましては，震災対策計画の見直しを行い，市全域を一体とした新たな計画を策定し，

災害が発生した場合の拡大の防止，被害の軽減に努めてまいります。さらに，茨城県と合同によ

る総合防災訓練を，本市を会場に実施してまいります。また，防災行政無線につきましては，里

美地区の整備を行い，その後，金砂郷地区及び水府地区の整備を進めることにより，統一した運

用ができる体制を構築してまいります。 

 第３は，「地域の魅力を活かした活力あるまち」についてであります。 

 地域活力の源泉であります市民の生活を豊かにする産業の振興は，極めて重要でありますので，

地域の資源や魅力を有効に活用した施策を展開し，活力に満ちた，ほっとなまちづくりを目指し

てまいります。 

 農業につきましては，国において新たな食料・農業・農村基本計画を策定し，平成１９年度か

ら品目横断的経営安定対策などの導入が計画されており，農政の大きな転換が図られることにな

ります。このため，担い手育成・新たな農業政策に対応した集落営農の取り組みを進めてまいり

ますとともに，茨城農業改革に基づき，県及びＪＡとの連携によりまして，生産や販売の強化推

進を図ってまいります。 

 また，新たに設立された常陸太田市担い手育成総合支援協議会を核といたしまして，農業の担

い手である認定農業者の育成・確保，集落営農組織への支援・誘導に積極的に取り組んでまいり

ます。 

 さらに，茶加工施設整備に対する補助事業を実施するとともに，商標登録されました金砂郷産

常陸秋そばのより一層のブランド化を図り，作付面積の拡大と生産組織の強化を推進してまいり

ます。 

 果樹につきましては，新品種ブドウの常陸青龍の生産拡大に取り組み，オリジナルブランドと
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しての確立を進めてまいります。 

 さらに，主力作物であります米につきましては，ＪＡを中心に栽培方法などの統一化を推進し，

食味値の向上と商標登録によるブランド化を図ってまいります。米の需給調整につきましては，

農業者・農業団体が主役となる需給システムの構築に向け，関係者との連携を図ってまいります。 

 また，野菜等を含め，消費者が求めるおいしくて安全・安心な農産物の生産を推進するため，

生産技術研修会の開催や，普及センターが実施する地域土づくり運動推進協議会などとの連携に

よりまして，生産体制の拡充を図ってまいります。 

○議長（生田目久夫君） ただいま，３４番，井坂勝安君が出席をいたしました。 

○市長（大久保太一君） さらに，産業祭やそばフェスティバル等の各種イベントにおける販売

などを通して，消費拡大に向けた取り組みを展開してまいります。 

 都市住民を対象とした農業体験事業につきましては，地域の特産物である米やそば，大豆等の

農作物栽培を通して，グリーンツーリズムにより推進してまいります。また，西金砂そばの郷そ

ば工房，水府竜神ふるさと村，里美ふれあい館など，各種施設を活用した交流人口の拡大策に取

り組み，地域産業全体の活性化を図ってまいります。 

 畜産につきましては，常陸牛黒毛和種等の生産奨励を図りますとともに，畜産環境整備リース

事業に対する利子補給の支援事業を実施してまいります。 

 林業につきましては，適切な森林管理のため，林道・作業道の整備を進めるとともに，広域的

な林道である奥久慈グリーンラインの整備を促進してまいります。 

 県北東部地区広域営農団地農道整備事業の推進につきましては，町屋地区及び高萩地区の未整

備地区の早期完成を優先に，未着工となっている上大門町から西河内下町までの区間をその後の

整備区間と位置づけ，国・県に対し要望活動を積極的に行ってまいります。 

 商工業につきましては，商工会が４月に合併をいたしますので，一層の連携に努め，引き続き

商工業の安定と向上，経営革新や後継者対策を推進し，さらに，就業機会の創出・拡大や商工関

連事業の充実によりまして，地域の活性化に取り組んでまいります。 

 中心市街地の活性化につきましては，中心市街地活性化基本計画に基づく新たな民間活力の導

入に向けた取り組みを支援してまいります。 

 工業団地につきましては，地域経済の振興及び雇用の場の創出を図るため，専門担当者を配置

し，優良企業の誘致に努め，トップセールスを実施するなど，積極的に取り組んでまいります。 

 観光につきましては，当市のすぐれた特色ある自然景観や歴史・文化など，多様な地域観光資

源を相互に活用し，地場産業と連携した体験型観光グリーンツーリズムの促進により，魅力ある

観光都市として充実を図ってまいります。また，これまで各地域において開催されてきた特色あ

るイベントを総合的に宣伝し，相乗効果による地域全体のイメージアップを図り，交流人口の増

加に努めてまいります。さらに，魅力的な広域観光ルートの作成，特色ある観光土産品の育成や

開発及びグリーンふるさと振興機構など関係機関との連携による効果的な宣伝を通して，観光客

の誘致に努めてまいります。 

 第４は，「個性豊かなキラキラと輝く元気なまち」についてであります。 
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 この実現のために，市民こぞって生涯学習社会に楽しく学び，常陸太田市民憲章の具現化に努

めるとともに，本市の将来の発展を託す常陸太田の未来を拓く人づくりを推進してまいります。 

 生涯学習の推進につきましては，心の豊かさや生きがいを求める市民の学習として，幅広い年

齢層に対応した各種講座・教室・講習会などの充実を図ってまいります。さらに，エコミュージ

アム活動につきましては，新市全域への拡大を図るため，各地域の方々にも構成メンバーとして

ご協力いただき，早期に地域資源の調査が行えるよう努めてまいります。 

 郷土資料館につきましては，エコミュージアム活動拠点施設としての見直しや，中心市街地活

性化基本計画と整合性を図ってまいります。 

 市民交流センターにつきましては，市民参加型事業として，地域音楽活動家の技術向上と人材

育成支援を図るとともに，音楽のあふれるまちづくりを目指してまいります。 

 図書館につきましては，本館と金砂郷，水府，里美分室との連携を図り，図書館資料の受け取

り及び返却場所を利用者が指定できる図書館ネットワークシステムの活用によりまして，読書環

境の整備を進めてまいります。 

 スポーツ・レクリエーション活動の推進につきましては，今後のスポーツ振興の核となる総合

型地域スポーツクラブの設立に向けまして，各種団体の協力のもとに，その母体となる組織づく

りの推進を図ってまいります。また，スポーツ少年団や小中学校との連携を深め，全国少年野球

教室を初めとするスポーツ教室や各種スポーツ大会を引き続き開催し，市民のスポーツ交流を図

るとともに，市民の健康づくりのための事業を積極的に展開してまいります。 

 温水プールにつきましては，サービス向上と経費削減を図るため，平成１８年度から指定管理

者制度の導入によりまして，管理を委託してまいります。 

 学校等の状況を見てみますと，少子化に伴い，園児・児童生徒が減少していることから，学校

のあり方について，学校施設検討協議会において検討を進めてまいります。児童生徒の安全につ

きましては，学校，ＰＴＡ，地域，さらには地域子ども安全ボランティアが一体となりまして，

子供たちの安全安心に努めてまいります。不登校の問題に対応しますため，適応指導教室を開設

し，不登校児童生徒が学校に復帰できるよう，援助や指導を行ってまいります。学校施設の整備

につきましては，太田進徳幼稚園と幸久幼稚園において，給食を実施するためのパントリーを設

置するとともに，水府及び里美の両センターを統合した学校給食センターの建設を実施してまい

ります。 

 姉妹都市交流につきましては，秋田市，仙北市，常陸太田市の３市による新たな交流関係の構

築に向け諸準備を進めるとともに，牛久市への市民交流団の派遣等により，一層の交流を深めて

まいります。 

 第５として，「計画推進」についてであります。 

 市民との協働によるまちづくりを基本とし，合併後の新市の総合的かつ計画的なまちづくりを

目指す方向と，施策の基本となる新総合計画の策定を進めてまいります。市民の日常生活におけ

る利便性の高い移動手段の確保につきましては，民間事業者，関係行政機関，市民等による地域

交通会議を設置し，地域の実情に即した公共交通サービスのあり方について検討してまいります。
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なお，市民バスの運行については，現在のコースのほかに，４地区を結ぶコースを増設してまい

ります。 

 男女共同参画行政につきましては，市民参画によるフォーラムや女性議会を開催し，市民全体

の理解啓発と意識の高揚を図ってまいります。 

 広報広聴につきましては，合併後の新市の姿を紹介するため，市勢要覧の発刊をしてまいりま

す。また，市政懇談会につきましては，より多くの方に参加をしていただきますため，市内全小

学校区において実施してまいります。 

 情報化施策につきましては，電子自治体の構築に向け，県と市町村の共同アウトソーシングに

よるシステム運用・開発により，効率的な情報化の推進に努めてまいります。 

 行政運営につきましては，迅速な意思決定ができる組織の構築，合併調整項目の推進，事務・

事業の整理統合及び人材育成のための民間企業での職員研修を実施してまいります。さらに，財

政基盤の強化を図るため，一層の定員管理，給与の適正化，民間委託の推進，指定管理者制度の

導入及び補助金の整理合理化等により，行政経費の節減を図るなど，行政改革を推進してまいり

ます。 

 以上，平成１８年度の施政方針を申し上げました。ご賢察の上，ご理解をいただき，ご賛同を

賜り，その執行に対しまして力強いご支援・ご協力を賜りますようお願いを申し上げます。 

 今回の提出案件は，条例の制定３件，条例の一部改正２２件，条例の廃止１件，規約の一部改

正１件，地方公共団体の数の減少１件，平成１７年度各会計補正予算１１件，平成１８年度各会

計予算１１件，合計５０件であります。 

 なお，今会期中に人事案件２件を追加提案する予定でありますので，あらかじめご了承いただ

きたいと思います。 

 各議案の提案理由につきましては，議題となりましたときにそれぞれご説明をいたします。慎

重にご審議の上，原案のとおり可決・同意を賜りますようお願いを申し上げまして，ごあいさつ

といたします。ありがとうございました。 

○議長（生田目久夫君） 説明は終わりました。 

 ここで１１時１０分まで休憩をいたします。 

午前１１時０２分休憩 

            ──────────────────― 

午前１１時１１分再開 

○議長（生田目久夫君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

            ──────────────────― 

日程第４ 議案第１号ないし議案第２８号 

○議長（生田目久夫君） 次，日程第４，議案第１号常陸太田市移動通信用鉄塔施設整備事業分

担金徴収条例の制定について，議案第２号常陸太田市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本

部条例の制定について，議案第３号常陸太田市国民保護協議会条例の制定について，議案第４号

常陸太田市個人情報保護条例の一部改正について，議案第５号常陸太田市特別職の職員で非常勤
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のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について，議案第６号常陸太田市特別職の職

員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正について，議案第７号常陸太田市職員の

給与に関する条例の一部改正について，議案第８号常陸太田市手数料条例の一部改正について，

議案第９号常陸太田市危険物の規制に関する手数料条例の一部改正について，議案第１０号常陸

太田市国民健康保険条例の一部改正について，議案第１１号常陸太田市国民健康保険税条例の一

部改正について，議案第１２号常陸太田市介護保険条例の一部改正について，議案第１３号常陸

太田市中小企業事業資金融資あっせん条例の一部改正について，議案第１４号常陸太田市西山の

里観光施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について，議案第１５号常陸太田市水府竜神

観光施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について，議案第１６号常陸太田市水府ふるさ

とセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正について，議案第１７号常陸太田市水府竜神

ふるさと村の設置及び管理に関する条例の一部改正について，議案第１８号常陸太田市里美カン

トリー牧場の設置及び管理に関する条例の一部改正について，議案第１９号常陸太田市里美温泉

保養センターの設置及び管理に関する条例の一部改正について，議案第２０号常陸太田市西金砂

そばの郷，西金砂湯けむりの郷及び物産センターこめ工房の設置及び管理に関する条例の一部改

正について，議案第２１号常陸太田市総合交流ターミナルの設置及び管理に関する条例の一部改

正について，議案第２２号常陸太田市駐車場設置及び管理に関する条例の一部改正について，議

案第２３号常陸太田市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について，議案第２４号常

陸太田市教育委員会教育長の給与，勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の一部改正につ

いて，議案第２５号常陸太田市公民館の設置及び管理等に関する条例の一部改正について，議案

第２６号常陸太田市水府地区特定農山村総合支援基金の設置，管理及び処分に関する条例の廃止

について，議案第２７号茨城県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少について，

議案第２８号茨城租税債権管理機構規約の一部改正について，以上２８件を一括議題といたしま

す。 

 提案理由の説明を求めます。総務部長。 

〔総務部長 萩谷暎夫君登壇〕 

○総務部長（萩谷暎夫君） それでは，提案者にかわり説明いたします。 

 １ページをお開きいただきます。議案第１号常陸太田市移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴

収条例の制定について，常陸太田市移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例を次のように制

定するものとする。平成１８年３月８日提出，市長名。 

 提案理由でございますが，地方自治法第２２８条第１項の規定に基づき，常陸太田市移動通信

用鉄塔施設の建設及び使用に関する分担金に関し必要な事項を定めるため，本条例を制定するも

のでございます。 

 ２ページに条例がございます。常陸太田市移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例，第１

条が趣旨でございます。この条例は，本年度里川町に建設中の鉄塔２基に係る分担金徴収の事項

を定めるものでございます。第２条が分担金の徴収，第３条が分担金の額，建設及び使用に係る

分担金の額を定めるものでございます。第４条が分担金の徴収方法，それぞれ一括して徴収する
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というものでございます。第５条が委任。 

 附則として，この条例は公布の日から施行するとなっております。 

 次に，３ページをお開きいただきます。議案第２号常陸太田市国民保護対策本部及び緊急対処

事態対策本部条例の制定について，常陸太田市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例

を次のように制定するものとする。平成１８年３月８日提出，市長名。 

 提案理由でございますが，武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律が，

平成１６年６月１８日に公布，同年９月１７日から施行されたことに伴い，本条例を制定するも

のでございます。 

 ４ページに条例がございます。常陸太田市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例，

第１条が趣旨でございます。第２条が国民保護対策本部の組織，法第２８条に市の国民保護対策

本部長は市長をもって充てるとされておりまして，第５項に，この職員は市の職員のうちから市

長が任命することになっております。第３条が国民保護対策本部の会議，第４条が国民保護対策

本部の部，５ページにいきまして，第５条が国民保護対策本部の現地対策本部，現地対策本部長

は現地対策本部の事務を掌理するとなっております。第６条が委任，第７条が緊急対処事態対策

本部への準用でございます。 

 附則として，この条例は公布の日から施行するとなっております。 

 次，６ページをお開きいただきます。議案第３号常陸太田市国民保護協議会条例の制定につい

て，常陸太田市国民保護協議会条例を次のように制定するものとする。平成１８年３月８日提出，

市長名。 

 提案理由でございますが，武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律が，

平成１６年６月１８日に公布，同年９月１７日から施行されたことに伴い，本条例を制定するも

のでございます。 

 ７ページに条例がございます。常陸太田市国民保護協議会条例，第１条が趣旨でございます。

この法律によりまして，市町村協議会の組織及び運営に関し必要な事項は市町村の条例で定める

となっておりますので，今回の上程となっております。第２条が委員及び専門委員，３０人以内

とする。第３条が会長の職務代理，第４条が会議，第５条が部会，第６条が委任でございまして，

８ページに附則がございます。この条例は公布の日から施行するとなっております。 

 ９ページをお開きいただきます。議案第４号常陸太田市個人情報保護条例の一部改正について， 

常陸太田市個人情報保護条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。平成１８

年３月８日提出，市長名。 

 提案理由でございますが，指定管理者制度の実施に伴い，指定管理者に係る個人情報の適正な

取り扱いを確保するため，本条例の一部改正を行うものでございます。 

 １１ページに新旧対照表がございます。ごらんいただきます。この中で，１２条，１３条，４

７条とも，指定管理者制度導入によりまして，公の施設の管理を指定管理者に行わせるとき，指

定管理者が受託または管理の事務を行うとき，それぞれ加えたものでございます。 

 １０ページにお戻りいただきたいと思います。１０ページに附則がございます。この条例は，
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平成１８年４月１日から施行する。２として，常陸太田市公の施設に係る指定管理者の指定の手

続等に関する条例の一部を次のように改正する。１５条を削り，１６条を１５条とする。１５条

は，第１３条の２に網羅されておりますので，削除するものでございます。 

 次に，１２ページをお開きいただきます。議案第５号常陸太田市特別職の職員で非常勤のもの

の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について，常陸太田市特別職の職員で非常勤のもの

の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。平成

１８年３月８日提出，市長名。 

 提案理由でございますが，常陸太田市国民保護協議会の委員の報酬額の制定及び高齢者生産活

動センター事業推進委員会の委員の職の廃止等に伴い，本条例の一部改正を行うものでございま

す。 

 １４ページに新旧対照表がございます。新たに国民保護協議会の委員，日額 4,６００円を加え

ます。また，平成１８年度から，高齢者生産活動センター事業推進委員会の委員の廃止及び運営

委員会が運営審議会に名称が変更することによるものの改正でございます。 

 １３ページに附則がございます。この条例は公布の日から施行するとなっております。 

 次に，１５ページをお開きいただきます。議案第６号常陸太田市特別職の職員で常勤のものの

給与及び旅費に関する条例の一部改正について，常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与及

び旅費に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。平成１８年３月８

日提出，市長名。 

 提案理由でございますが，本市の財政運営は極めて厳しい状況にあることから，当分の間，常

勤特別職の給料を減額するため，本条例の一部改正を行うものでございます。 

 １７ページに新旧対照表がございます。市長，助役及び収入役の給料の調整措置として，給料

の月額を１００分の５に当たる額を減じた額とするものでございます。 

 １６ページに附則がございます。この条例は平成１８年４月１日から施行するということでご

ざいます。 

 次に，１８ページをお開きいただきます。議案第７号常陸太田市職員の給与に関する条例の一

部改正について。常陸太田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定す

る。平成１８年３月８日提出，市長名。 

 提案理由ですが，人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じて市職員等の給与を改定す

るため，本条例の一部改正を行うものでございます。 

 ４６ページをお開きいただきたいと思います。新旧対照表がございます。第６条初任給，昇格，

昇給等の基準が，この４項では，勤務成績に基づく昇給制度の導入となります。第５項が，昇給

号俸を５段階に設定するというものであります。６項は，高齢者職員の抑制措置というものが今

回，明文化されました。４７ページに移りまして，第７項が枠外昇給の禁止，第８項は，内容的

には変更ありません。９の規則への委任規定，これも変更ございません。２０条の５項に期末手

当，役職加算対象者がここでうたっております。４８ページの２１条の１勤勉手当率の変更でご

ざいます。 
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 ３１ページに戻っていただきたいと思います。附則がございます。施行期日ですが，この条例

は平成１８年４月１日から施行する。２として，特定職務級の切りかえ，３として新号給への切

りかえ法，４として，職務給における最高の号給を超える給料月額等の切りかえ，５として，年

度途中の昇格者等の調整がうたってあります。第６として，職員が受けてきた号給等の基礎，条

例規則の裏づけということです。第７が，号給の切りかえに伴う経過措置でありますが，これは

現給保障をするというものでございます。３２ページの第８項も，現給保障をするというもので

ございます。９項が，新規新採用職員の取り扱いでございます。１０項が，基礎給料月額の指定

ということでございます。１１項が，平成２２年３月３１日までの間における給与条例の適用に

関する特例，昇給抑制期間の取り扱いがうたってあります。さらには，１２項として，市規則へ

の委任があります。１３項以降は用語の整理でございます。１４，１５，１６，１７となってお

ります。ごらんいただきたいと思います。 

 次に，４９ページをお開きいただきます。議案第８号常陸太田市手数料条例の一部改正につい

て，常陸太田市手数料条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。平成１８年

３月８日提出，市長名。 

 提案理由ですが，石綿による健康被害の救済に関する法律が平成１８年２月１０日に公布，政

令で定める日から施行されること等に伴い，本条例の一部改正を行うものでございます。 

 ５１ページに新旧対照表がございます。別表２でありますが，中ほど以下に，石綿による健康

被害の救済に関する法律が加わっております。また，上から３番目の独立行政法人農業者年金基

金法，さらに一番下の犯罪被害者等給付金の支給に関する法律，これらは名称の改正によるもの

の改正でございます。 

 ５０ページに附則がございます。この条例は市規則で定める日から施行するとなっております。 

 次に，５２ページをお開きいただきます。議案第９号常陸太田市危険物の規制に関する手数料

条例の一部改正について，常陸太田市危険物の規則に関する手数料条例の一部を改正する条例を

次のように制定するものとする。平成１８年３月８日提出，市長名。 

 提案理由ですが，危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令が，平成１８年１月２５日

に公布，同年４月１日から施行されることに伴い，本条例の一部改正を行うものでございます。 

 ５４ページに新旧対照表がございます。当市におきましても，直接船舶に給油することができ

る移動タンク貯蔵所が常置される場合として想定されることから，「もしくは船舶」を加えたもの

でございます。 

 ５３ページに附則がございます。この条例は平成１８年４月１日から施行するとなっておりま

す。 

 次に，５５ページをお開きいただきます。議案第１０号常陸太田市国民健康保険条例の一部改

正について。常陸太田市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとす

る。平成１８年３月８日提出，市長名。 

 提案理由ですが，障害者自立支援法が平成１７年１１月７日に公布，平成１８年４月１日から

施行されること等に伴い，本条例の一部改正を行うものでございます。 
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 ５７ページに新旧対照表がございます。第６条の一部負担金等でございますが，この６条の２

項，これらの法律等により，従来市が任意給付で肩がわりをしていた５％の負担がなくなるため，

これを削除するものでございます。 

 ５６ページに附則がございます。この条例は平成１８年４月１日から施行する。２の適用区分，

この条例の施行日の前日までに医療を受けた被保険者は，後から請求があっても，なお従前のと

おりとするというものでございます。 

 次に，５８ページをお開きいただきます。議案第１１号常陸太田市国民健康保険税条例の一部

改正について，常陸太田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように制定するもの

とする。平成１８年３月８日提出，市長名。 

 提案理由でございますが，国民健康保険税の納期に関する規定を改正するため，本条例の一部

改正を行うものでございます。 

 ６０ページに新旧対照表がございます。国民健康保険税の均一化を図ることになり，税額が増

額となるため，納税義務者に配慮し，納期を６期から８期に改正するものでございます。 

 ５９ページに附則がございます。この条例は平成１８年４月１日から施行するとなっておりま

す。 

 ６１ページをお開きいただきます。議案第１２号常陸太田市介護保険条例の一部改正について，

常陸太田市介護保険条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。平成１８年３

月８日提出，市長名。 

 提案理由ですが，介護保険料率の見直し及び介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算

定等に関する政令の一部を改正する政令が平成１８年３月１日に公布，同年４月１日から施行さ

れることに伴い，本条例の一部改正を行うものでございます。 

 ６６ページに新旧対照表がございます。この５条で保険料率がございますが，介護保険料は３

年ごとに事業計画を見直すことになっておりまして，これに伴って，１８年度から新しい保険料

となります。次に，第８条３項でございますが，これは，保険料段階が６段階になったことに伴

い，賦課期日以降の月割賦課算定について，保険料５段階の境界層該当者の措置が加えられたも

のでございます。６７ページに１６条関係が載っておりますが，今回の制度改正で要介護状態区

分の見直しがありまして，要支援１及び要支援２の区分変更認定の際の被保険者証の提出を求め

ることが加えられたものでございます。 

 ６２ページに附則がございます。この条例は平成１８年４月１日から施行する。２条に経過措

置があります。税制改正によりまして，老年者の非課税限度額が廃止されることによりまして，

新たに住民税が課税される者について保険料段階が上昇するため，平成１８年度，１９年度の２

カ年度におきまして，段階的に保険料を上げるための激変緩和措置が載っております。 

 次に，６８ページをお開きいただきます。議案第１３号常陸太田市中小企業事業資金融資あっ

せん条例の一部改正について，常陸太田市中小企業事業資金融資あっせん条例の一部を改正する

条例を次のように制定するものとする。平成１８年３月８日提出，市長名。 

 提案理由でございますが，常陸太田市内の各商工会の合併に伴い，本条例の一部改正を行うも
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のでございます。 

 ７０ページに新旧対照表がございます。融資保証のあっせんに関する事務を商工会に委託をし

ておりますが，常陸太田市商工会，金砂郷商工会，水府商工会及び里美商工会が合併したことに

伴うものでございます。 

 ６９ページに附則がございます。この条例は平成１８年４月１日から施行するとなっておりま

す。 

 次に，７１ページをお開きいただきます。議案第１４号常陸太田市西山の里観光施設の設置及

び管理に関する条例の一部改正について，常陸太田市西山の里観光施設の設置及び管理に関する

条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。平成１８年３月８日提出，市長名。 

 提案理由ですが，利用料金に関する規定を改正するため，本条例の一部改正を行うものでござ

います。 

 ７３ページに新旧対照表がございます。利用料金の額の設定につきまして，指定管理者に裁量

権を持たせるものでございます。 

 ７２ページに附則がございます。この条例は公布の日から施行するとなっております。 

 次に，７４ページをお開きいただきます。議案第１５号常陸太田市水府竜神観光施設の設置及

び管理に関する条例の一部改正について，常陸太田市水府竜神観光施設の設置及び管理に関する

条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。平成１８年３月８日提出，市長名。 

 提案理由ですが，これも，利用料金に関する規定を改正するため，本条例の一部改正を行うも

のでございます。 

 ７６ページに新旧対照表がございます。これも，利用料金額の設定につきまして，指定管理者

に裁量権を持たせたものでございます。 

 ７５ページに附則がございます。この条例は公布の日から施行するとなっております。 

 次，７７ページをお開きいただきます。議案第１６号常陸太田市水府ふるさとセンターの設置

及び管理に関する条例の一部改正について，常陸太田市水府ふるさとセンターの設置及び管理に

関する条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。平成１８年３月８日提出，

市長名。 

 提案理由ですが，これも，利用料金に関する規定を改正するため，本条例の一部改正を行うも

のでございます。 

 ７９ページに新旧対照表がございます。これも，利用料金の額の設定につきまして，指定管理

者に裁量権を持たせたものでございます。 

 ７８ページに附則がございます。この条例は公布の日から施行するとなっております。 

 次に，８０ページをお開きいただきます。議案第１７号常陸太田市水府竜神ふるさと村の設置

及び管理に関する条例の一部改正について，常陸太田市水府竜神ふるさと村の設置及び管理に関

する条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。平成１８年３月８日提出，市

長名。 

 提案理由ですが，利用料金に関する規定を改正するため，本条例の一部改正を行うものでござ
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います。 

 ８２ページに新旧対照表がございます。これも利用料金の額の設定について，指定管理者に裁

量権を持たせたものでございます。 

 ８１ページに附則がございます。この条例は公布の日から施行するとなっております。 

 次に，８３ージをお開きいただきます。議案第１８号常陸太田市里美カントリー牧場の設置及

び管理に関する条例の一部改正について，常陸太田市里美カントリー牧場の設置及び管理に関す

る条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。平成１８年３月８日提出，市長

名。 

 提案理由でございますが，これも，利用料金に関する規定を改正するため，本条例の一部改正

を行うものでございます。 

 ８５ページに新旧対照表がございます。利用料金の額の設定について，指定管理者に裁量権を

持たせたものでございます。 

 ８４ページに附則がございます。この条例は，平成１８年４月１日から施行するとなっており

ます。 

 ８６ージをお開きいただきます。議案第１９号常陸太田市里美温泉保養センターの設置及び管

理に関する条例の一部改正について，常陸太田市里美温泉保養センターの設置及び管理に関する

条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。平成１８年３月８日提出，市長名。 

 提案理由ですが，利用料金に関する規定を改正するため，本条例の一部改正を行うものでござ

います。 

 ８８ページに新旧対照表がございます。これも，利用料金の額の設定について，指定管理者の

裁量権を持たせたものでございます。 

 ８７ページに附則がございます。この条例は平成１８年４月１日から施行するとなっておりま

す。 

 ８９ージをお開きいただきます。議案第２０号常陸太田市西金砂そばの郷，西金砂湯けむりの

郷及び物産センターこめ工房の設置及び管理に関する条例の一部改正について，常陸太田市西金

砂そばの郷，西金砂湯けむりの郷及び物産センターこめ工房の設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例を次のように制定するものとする。平成１８年３月８日提出，市長名。 

 提案理由ですが，西金砂湯けむりの郷に豆腐工房を設置することに伴い，本条例の一部改正を

行うものでございます。 

 ９１ページに新旧対照表がございます。西金砂湯けむりの郷にこのたび豆腐工房が設置される

ため，この別表１のこども広場の次に加えるものでございます。豆腐工房，常陸太田市上宮河内

町３５３番の１，利用時間が午前１０時から５時となっております。 

 ９０ページに附則がございます。この条例は平成１８年４月１日から施行するというものでご

ざいます。 

 次，９２ページをお開きいただきます。議案第２１号常陸太田市総合交流ターミナルの設置及

び管理に関する条例の一部改正について，常陸太田市総合交流ターミナルの設置及び管理に関す
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る条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。平成１８年３月８日提出，市長

名。 

 提案理由ですが，利用料金に関する規定を改正するため，本条例の一部改正を行うものでござ

います。 

 ９４ページに新旧対照表がございます。これも，利用料金の額の設定について，指定管理者に

裁量権を持たせたものでございます。 

 ９３ページに附則がございます。この条例は平成１８年４月１日から施行するというものでご

ざいます。 

 次に，９５ページをお開きいただきます。議案第２２号常陸太田市駐車場設置及び管理に関す

る条例の一部改正について，常陸太田市駐車場設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

を次のように制定するものとする。平成１８年３月８日提出，市長名。 

 提案理由ですが，駐車場の料金区分を改正するため，本条例の一部改正を行うものでございま

す。 

 ９８ページに新旧対照表がございます。駐車場の使用料金でありますが，別表１，別表２，そ

れぞれ変更となっております。まず，梅津会館前の車庫の月決め定期駐車場が，平成１８年街な

み環境整備事業により使用できなくなるための改正でございます。その他条文を整理したもので

ございます。 

 ９７ページに附則がございます。この条例は平成１８年４月１日から施行するものでございま

す。 

 次に，９９ページをお開きいただきます。議案第２３号常陸太田市営住宅の設置及び管理に関

する条例の一部改正について，常陸太田市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例を次のように制定するものとする。平成１８年３月８日提出，市長名。 

 提案理由ですが，公営住宅法施行令の一部を改正する政令が平成１７年１２月２日に公布，平

成１８年４月１日から施行されること等に伴い，本条例の一部改正を行うものでございます。 

 １０２ページから新旧対照表がございます。この内容でありますが，第５条に公募の例外とい

うのがあります。公募によらずに市営住宅への入居が可能となる事由の拡大でございます。６条

に入居者の資格の改正がうたってあります。また，１０４ページの（３）に，収入超過者に係る

家賃算定の改正がございます。それぞれごらんになっていただきたいと思います。 

 １０１ページに附則がございます。この条例は平成１８年４月１日から施行する。経過措置で

ありますが，この条例の施行日前に満５０歳以上である者の市営住宅の入居者資格については，

なお従前の例によるとなっております。 

 次に，１０６ページをお開きいただきます。議案第２４号常陸太田市教育委員会教育長の給与，

勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の一部改正について，常陸太田市教育委員会教育長

の給与，勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定す

るものとする。平成１８年３月８日提出，市長名。 

 提案理由でございますが，本市の財政運営は極めて厳しい状況にあることから，当分の間，常
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勤特別職の給料を減額するため，本条例の一部改正を行うものでございます。 

 １０８ページに新旧対照表がございます。教育長の給料の調整措置として，給料月額を１００

分の５に当たる額を減じた額とするものでございます。先ほどの三役と同じであります。 

 １０７ページに附則がございます。この条例は平成１８年４月１日から施行するものでござい

ます。 

 続きまして，１０９ページをお開きいただきます。議案第２５号常陸太田市公民館の設置及び

管理等に関する条例の一部改正について，常陸太田市公民館の設置及び管理等に関する条例の一

部を改正する条例を次のように制定するものとする。平成１８年３月８日提出，市長名。 

 提案理由でございますが，染和田公民館の移転に伴い，本条例の一部改正を行うものでござい

ます。 

 １１１ページに新旧対照表がございます。染和田公民館の位置が，水府総合センター内の町田

町１６３番地の１に移転するための改正でございます。 

 １１０ページに附則がございます。この条例は公布の日から施行するとなっております。 

 続いて，１１２ページをお開きいただきます。議案第２６号常陸太田市水府地区特定農山村総

合支援基金の設置，管理及び処分に関する条例の廃止について，常陸太田市水府地区特定農山村

総合支援基金の設置，管理及び処分に関する条例を廃止する条例を次のように制定するものとす

る。平成１８年３月８日提出，市長名。 

 提案理由ですが，常陸太田市水府地区特定農山村総合支援事業の完了に伴い，本条例を廃止す

るものでございます。 

 １１３ページをごらんいただきたいと思います。この基金は，平成１３年度に基金を 1,５００

万積み立てたものでございまして，５年間で取り崩す基金でございました。平成１７年度末で事

業の完了に伴いまして，廃止するものでございます。 

 附則がございます。この条例は平成１８年４月１日から施行するものでございます。 

 次，１１４ページをお開きいただきます。議案第２７号茨城県市町村総合事務組合を組織する

地方公共団体の数の減少について，市町村の合併の特例に関する法律附則第２条第２項の規定に

より，なおその効力を有するとされる同法第９条の３第１項の規定に基づき，従前の例により事

務を行うこととしていた茨城県市町村総合事務組合について，地方自治法第２８６条第１項の規

定により，平成１８年１月１日から同年３月２７日までの間に効力を生じた茨城県市町村総合事

務組合を組織する地方公共団体の減少について，次のとおり協議するものとする。平成１８年３

月８日提出，市長名。 

 記でございますが，新市の名称，旧市町村名，廃置分合の年月日が載っております。常総市，

旧市町村名は水海道市，石下町，廃置分合の年月日が本年１月１日でございます。新市の名称下

妻市，旧市町村名が，下妻市，千代川村，これもことしの１月１日に廃置分合がされております。

土浦市，旧市町村名が土浦市と新治村，廃置分合がことしの２月２０日でございます。笠間市，

旧市町村名が笠間市，友部町，岩間町，平成１８年３月１９日が廃置分合の年月日であります。

つくばみらい市，旧市町村名が伊奈町，谷和原村，平成１８年３月２７日が廃置分合の年月日で
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あります。小美玉市，旧市町村名が小川町，美野里町，玉里村，これが平成１８年３月２７日が

廃置分合の年月日でございます。 

 提案理由ですが，茨城県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数に減少が生じたこと

に伴い，地方自治法第２９０条の規定に基づき，議会の議決を求めるものでございます。なお，

笠間市，つくばみらい市，小美玉市につきましては，廃置分合の年月日が３月１９日，３月２７

日とそれぞれなっておりますが，平成１７年７月１４日の総務大臣告示をもって合併とみなすと

いうことになっております。 

 次に，１１５ページをお開きいただきます。議案第２８号茨城租税債権管理機構規約の一部改

正について，市町村の合併の特例に関する法律附則第２条第２項の規定により，なお効力を有す

るとされる同法第９条の３第１項の規定に基づき，従前の例により事務を行うこととしていた茨

城租税債権管理機構の規約について，地方自治法第２８６条第１項の規定により，平成１８年１

月１日から同年３月２７日までの間に効力を生じた茨城租税債権管理機構を組織する市町村の合

併に係る改正を，別紙のとおり行うことについて協議するものとする。平成１８年３月８日提出，

市長名。 

 提案理由でございますが，茨城租税債権管理機構規約の一部改正に伴い，地方自治法第２９０

条の規定に基づき，議会の議決を求めるものでございます。 

 １１８ページに新旧対照表がございます。今回の合併によりまして，第２条関係で，機構を組

織する地方公共団体が別表１のようになっております。次のページをお開きいただきます。別表

２として，これは，構成員の選挙関係でございますが，それぞれ合併によって改正されておりま

す。 

 １１７ページに附則がございます。この規約は平成１８年４月１日から施行するとなっており

ます。 

 以上，議案第１号から議案第２８号までの説明を終わります。 

○議長（生田目久夫君） 説明は終わりました。 

 午後１時まで休憩いたします。 

午前１１時５６分休憩 

            ──────────────────― 

午後１時０１分再開 

○議長（生田目久夫君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

            ──────────────────― 

日程第５ 議案第２９号ないし議案第３９号 

○議長（生田目久夫君） 次，日程第５，議案第２９号平成１７年度常陸太田市一般会計補正予

算（第６号）について，議案第３０号平成１７年度常陸太田市国民健康保険特別会計補正予算（第

４号）について，議案第３１号平成１７年度常陸太田市老人保健特別会計補正予算（第２号）に

ついて，議案第３２号平成１７年度常陸太田市介護保険特別会計補正予算（第３号）について，

議案第３３号平成１７年度常陸太田市下水道事業特別会計補正予算（第５号）について，議案第
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３４号平成１７年度常陸太田市農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）について，議案第

３５号平成１７年度常陸太田市戸別合併処理浄化槽設置整備事業特別会計補正予算（第４号）に

ついて，議案第３６号平成１７年度常陸太田市簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）につい

て，議案第３７号平成１７年度常陸太田市宅地分譲事業特別会計補正予算（第１号）について，

議案第３８号平成１７年度常陸太田市水道事業会計補正予算（第４号）について，議案第３９号

平成１７年度常陸太田市工業用水道事業会計補正予算（第４号）について，以上１１件を一括議

題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。総務部長。 

〔総務部長 萩谷暎夫君登壇〕 

○総務部長（萩谷暎夫君） それでは，提案者にかわりまして，補正予算の説明をさせていただ

きます。横とじの資料になります。 

 議案第２９号平成１７年度常陸太田市一般会計補正予算(第６号），平成１７年度常陸太田市の

一般会計補正予算（第６号）は次に定めるところによる。第１条が歳入歳出予算の補正でござい

ます。歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４億 5,６２４万円を減額し，歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ２３５億 8,９８６万 5,０００円とする。第２条が繰越明許費でございます。

第３条が債務負担行為の補正でございます。第４条が地方債の補正でございます。平成１８年３

月８日提出，市長名。 

 今回の補正は，各事業の確定，あるいは工事の数量，入札差金，その他制度の確定によるもの

が主なものでございます。 

 １３ページをお開きいただきます。事項別明細書でご説明いたします。 

 まず，款１０の地方交付税，５億 1,０１４万 5,０００円は，普通交付税の決定によるものでご

ざいます。 

 款１２分担金及び負担金，この移動通信用鉄塔施設整備事業費分担金 1,００１万 5,０００円は，

議案第１号でご説明いたしましたが，里美地区に建設しております鉄塔建設の分担金でございま

す。なお，当初款２０諸収入に計上しておりましたが，今回，組みかえをするものでございます。 

 １４ページに，使用料及び手数料がございます。持ち込みごみ処理手数料 1,１７０万の減，こ

れは持ち込みごみの量の減少によるものでございます。 

 １４ページ一番下でありますが，里美中学校改築事業費負担金 4,７８６万 2,０００円の増でご

ざいます。これは，次のページにありますが，国庫支出金から組みかえるものでございます。 

 １５ページの款１４国庫支出金の児童福祉費補助金，特定資金公共事業債償還時補助金 6,０６

８万 8,０００円は，愛保育園建設に伴う償還を，合併特例交付金からの組みかえでございます。

教育費国庫補助金の里美中学校改築事業費補助金 5,０１５万 1,０００円の減でございますが，先

ほど申し上げましたとおりでございます。 

 総務費でございますが，合併市町村補助金 6,５３４万 5,０００円は，次のページの県補助金市

町村合併特例交付金との組みかえによる計上でございます。１６ページの上の方ですが，市町村

合併特例交付金 6,３４０万円の減は，先ほど申し上げましたとおりでございます。 
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 １８ページの款１８繰入金，宅地分譲事業特別会計繰入金 2,００８万 9,０００円の減は，当初

３区画を予定しておりましたが，１区画分が売却されたことによりまして，１８年度の財源とし

て繰り越さず，繰入金を戻すものでございます。同じく財政調整基金繰入金，都市整備事業基金

繰入金，減債基金繰入金等，これらにつきましては，財源が捻出されましたので，それぞれの基

金に戻すものでございます。 

 １９ページの雑入の中で，情報通信格差是正事業事業者受入金 1,１７０万の減につきましては，

先ほどご説明いたしました分担金に組みかえるものでございます。 

 款２１市債につきましては，後ほどご説明をいたします。 

 ２１ページをお開きいただきます。歳出に移ります。 

 款２の総務費でございますが，職員手当に退職手当特別負担金 5,５０１万 5,０００円でござい

ますが，当初，定年退職者９名分を見込んでおりましたが，勧奨退職者等が出てまいりましたの

で，増となっております。 

 次に，２２ページの減債基金積立金，一番下の方にありますが，2,０９５万 8,０００円は，安

全快適な道緊急整備事業費補助金に積み立て，償還時に取り崩すものでございます。 

 次，２３ページの一番下でございますが，移動通信施設設計監理委託料でございますが，これ

は差金によるものでございます。 

 続いて，２７ページをごらんいただきたいと思います。身体障害者福祉費でございますが，下

の方に，施設訓練等支援費 2,４６４万 2,０００円の減でございますが，措置者の減によるもので

ございます。 

 次の２８ページをごらんいただきたいと思います。上の方に，老人保健特別会計繰出金１億 1,

６８８万 7,０００円がございます。これは，国県の不足分を平成１８年度に確定するため繰り出

しをし，平成１９年度に一般会計に戻すとされるものでございます。次に，介護保険特別会計繰

出金 2,８３７万 2,０００円の減は，特別会計の１６年度の繰越金の確定によりまして，介護給付

費の減による確定でございます。 

 ２９ページの委託料でありますが，上から５行目です。保育運営児童委託料 1,１９０万 8,００

０円は，民間保育所の低年齢児の減によるものでございます。 

 次，３０ページをお開きいただきます。中ほど下に，簡易水道事業特別会計繰出金として 3,０

７５万 5,０００円の減，これは里美の北部地区簡易水道の取水堰設置建設事業を１８年度に送っ

たものの減でございます。 

 ３１ページの塵芥処理費の１５工事請負費，焼却炉補修工事 1,５４２万 8,０００円の減は，入

札差金でございます。 

 ３１ページの一番下でございますが，経営体質強化施設整備事業費補助金 1,４１１万 2,０００

０円の減でございますが，これは，水府地区ライスセンター乾燥施設の契約の確定によるもので

ございます。 

 ３２ページをごらんいただきたいと思います。農地費の農道改良工事１,８００万円の減は，里

美地区の山急県単土地改良事業，事業費の確定によるものでございます。 
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 同じく２８の繰出金でございますが，農業集落排水事業特別会計繰出金 3,２４５万の減は，中

野・小島地区の事業でありまして，前年度の繰越金の確定によりまして，一般会計の繰り入れを

減じたものでございます。 

 なお，同じページの一番下に，産地づくり対策推進費 1,０４０万 6,０００円の減，これは減反

面積の確定による減でございます。 

 続きまして，３４ページの一番下の行でありますが，道路新設改良費の工事請負費，道路新設

改良舗装工事 2,３６０万円の減は，工事の確定によるものでございます。 

 ３５ページの中ほど下に，下水道費がございます。下水道事業特別会計繰出金 8,７２１万 7,

０００円の減は，公共下水道債の増及び平成１６年度の繰越分の確定によるものでございます。 

 ３９ページをごらんいただきたいと思います。教育費でございますが，中学校建設費，一番下

にございますが，里美中学校校舎建設工事 2,８５０万円の減，本年度の工事費の確定によるもの

でございます。 

 続きまして，４０ページの幼稚園管理費でございますが，公有財産購入費で用地購入費 1,３５

５万は，太田進徳幼稚園駐車場用地の購入費でございます。 

 飛びまして，４４ページをお開きいただきます。４４ページ款１１公債費，この特定資金公共

事業債償還金 6,０６８万 8,０００円の増でございますが，これは愛保育園の繰上償還金でござい

ます。 

 ６ページにお戻りいただきたいと思います。６ページに繰越明許費がございます。今回，繰越

明許費が１４事業ほどございます。農業費から道路橋りょう費まで総額２億 9,０７４万 7,０００

円でございます。これは，用地交渉に日数が要したもの等の理由でございます。 

 次に，８ページに債務負担行為の補正がございます。追加でございますが，７事業で，４月１

日に必要とするもので，年度内に契約を行わないと事務に支障が起こるということで，補正する

ものでございます。なお，この２番目の地方債証券共同発行連帯債務でございますが，本市も，

平成１７年度許可の市債の発行に当たりまして，１億円分を大好きいばらき県民債としてこの４

月に県と７市町村共同で発行するため，その条件といたしまして共同発行ということでございま

すので，連帯債務を負うということで，ここに挙げております。 

 ９ページが地方債の補正，１追加でありますが，アスベスト対策事業費 1,０００万は，小中学

校の事業を単独で見込んでおりましたが，国庫補助が見込まれるため，起債を追加したものでご

ざいます。２の廃止は，組みかえでございます。３の変更は，事業の確定によるものでございま

す。 

 続きまして，議案第３０号平成１７年度常陸太田市国民健康保険特別会計補正予算（第４号），

平成１７年度常陸太田市の国民健康保険特別会計補正予算(第４号）は，次に定めるところによる。

第１条，歳入歳出予算の補正，事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７５３万 6,０

００円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５４億 5,０７７万 7,０００円とする。

平成１８年３月８日提出，市長名。 

 ６ページをお開きいただきます。事項別明細，歳入でございます。款３の国庫支出金でござい
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ますが，一般被保険者分として 1,３７４万 1,０００円，これは医療費の伸びによるものでござい

ます。次の，療養給付費等交付金の中で，社会保険診療報酬支払基金交付金 3,０８８万 2,０００

円の減でございますが，退職被保険者の療養給付費の減によるものでございます。６ページの下

に他会計繰入金，あるいは７ページの頭に支払準備基金繰入金，それぞれ額の確定によるもので

ございます。 

 ８ページから歳出でございます。款２の保険給付費でございますが，いずれも医療費の増減に

よるものでございます。 

 続きまして，議案第３１号平成１７年度常陸太田市老人保健特別会計補正予算（第２号），平成

１７年度常陸太田市の老人保健特別会計補正予算(第２号）は次に定めるところによる。第１条が

歳入歳出予算の補正，歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2,１２７万 3,０００円を追加し，

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６７億 4,７４４万 7,０００円とする。平成１８年３月８

日提出，市長名。 

 ６ページをお開きいただきます。事項別明細の歳入でございますが，上の医療費交付金，現年

分として 1,７０６万円は，平成１７年度の伸びによる増でございます。次の国庫支出金，現年分

として１億２４１万 8,０００円，これも確定でございます。４の繰入金の一般会計繰入金１億 1,

６８８万 7,０００円につきましては，国庫支出金あるいは県支出金の一時肩がわりをするもので

ございます。 

 ７ページに歳出がございます。医療給付費扶助費ですが，2,１２７万 3,０００円の増は医療費

の伸びによるものでございます。 

 続きまして，議案第３２号平成１７年度常陸太田市介護保険特別会計補正予算(第３号），平成

１７年度常陸太田市の介護保険特別会計補正予算(第３号）は次に定めるところによる。第１条歳

入歳出予算の補正，事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１億 8,６５７万 4,００

０円を減額し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３５億 4,０７６万 3,０００円とする。平

成１８年３月８日提出，市長名。 

 ６ページをお開きいただきます。事項別明細の歳入でございます。款３国庫支出金，款４支払

基金交付金，款５県支出金，これらにつきましては，介護保険給付費の減額に伴う各法定負担金

の減額補正でございます。７ページの７繰入金につきましては，保険給付費の減に伴い，市負担

金の減及び総務費の減，支払基金繰入金の減による減額補正でございます。 

 ８ページから歳出がございますが，９ページの保険給付費でございます。これは，要介護者の

居宅及び施設サービス費の見込みを下回ったことによるものでございます。 

 以上で，３２号を終わります。 

 次に，議案第３３号平成１７年度常陸太田市下水道事業特別会計補正予算(第５号），平成１７

年度常陸太田市の下水道事業特別会計補正予算(第５号）は次に定めるところによる。第１条が歳

入歳出予算の補正でございます。歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 5,２９１万 4,０００

円を減額し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１７億９０９万 1,０００円とする。第２条

が継続費の補正でございます。第３条が繰越明許費で，第４条が地方債の補正でございます。平
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成１８年３月８日提出，市長名。 

 ９ページをお開きいただきます。事項別明細の歳入でございます。中ほどに，一般会計の繰入

金として 8,７２１万 7,０００円の減額をしております。これは，財源調整でございます。次の款

７繰越金，前年度繰越金でありますが，5,５８９万 3,０００円は，決算による今回の繰り越しで

ございます。款９市債につきましては，2,６１０万円の減になっておりますが，工事費の減によ

る補正減でございます。過疎対策事業債 8,７００万につきましては，有利な事業債ということで

取り入れております。 

 １０ページに歳出がございます。目２の流域下水道費 2,１５７万 3,０００円の減は，負担金の

確定によるものでございます。次の，特環下水道費 2,１２５万 5,０００円の減は，金砂郷分で事

業費の減，また，水道の移設が回避できたことによる補償費の減が主なものでございます。 

 ４ページに戻っていただきます。４ページに継続費の補正として，金砂郷・水府浄化センター

建設事業費でございますが，本年度の事業を減じて，最後の平成１９年度に事業を持っていくと

いう形の変更でございまして，総額の変更はございません。 

 次に，５ページに繰越明許費がございます。特定環境保全公共下水道管渠整備事業は，次年度

に繰り越すものでございます。 

 次，６ページに地方債の補正がございます。追加，廃止，変更でございます。ごらんいただき

たいと思います。 

 次に，議案第３４号平成１７年度常陸太田市農業集落排水事業特別会計補正予算，平成１７年

度常陸太田市の農業集落排水事業特別会計補正予算(第３号）は次に定めるところによる。第１条

が歳入歳出予算の補正でございます。歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１億２９９万 4,

０００円を減額し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５億 3,５１６万 3,０００円とする。

第２条が地方債の補正でございます。平成１８年３月８日提出，市長名。 

 ７ページをお開きいただきます。事項別明細の歳入でございます。款３県支出金の中で，農業

集落排水事業費の補助金でございますが，6,０９１万 5,０００円の減は，中野・小島地区の事業

の確定による減でございます。款５繰越金，前年度繰越金 2,５３５万 5,０００円は，平成１６年

度決算によるものでございます。一番下でありますが，市債，農業集落排水事業債 7,１２０万の

減は，平成１７年度の事業の減によるものでございまして，また，過疎対策事業債 3,６００万円

を増としております。これは，有利な事業債ということで増となっております。 

 ８ページに歳出でございますが，施設整備費の中で 9,５４０万補正減になっております。これ

は，当初，県へ要望していたものが，内示により確定した額が割り振りをなされなかったと。委

託料，工事費の減でございますが，これは補助の枠が減少したための減額でございます。 

 ４ページに戻っていただきたいと思います。４ページに地方債の補正，追加，変更でございま

す。それぞれ事業の確定等によるものでございます。 

 次に，議案第３５号平成１７年度常陸太田市戸別合併処理浄化槽設置整備事業特別会計補正予

算(第４号），平成１７年度常陸太田市の戸別合併処理浄化槽設置整備事業特別会計補正予算(第４

号）は次に定めるところによる。第１条歳入歳出予算の補正ですが，歳入歳出予算の総額から歳
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入歳出それぞれ５８６万 2,０００円を減額し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 9,０３９

万 9,０００円とする。第２条が地方債の補正でございます。これは，里美地区の事業でございま

す。 

 ７ページをお開きいただきます。事項別明細書の歳入でございますが，中ほどに一般会計繰入

金４２２万 8,０００円の減，これは事業の決定によるものでございます。一番下に市債として戸

別合併処理浄化槽設置整備事業債４５０万の減，これは事業の確定によるものでございます。 

 ８ページに歳出がございます。これらは，加入者の減による事業の確定による補正でございま

す。 

 ４ページに戻っていただきます。地方債の補正でございますが，これは加入者の減によるもの

でございます。 

 次に，議案第３６号平成１７年度常陸太田市簡易水道事業特別会計補正予算(第４号），平成１

７年度常陸太田市の簡易水道事業特別会計補正予算(第４号）は次に定めるところによる。第１条

が歳入歳出予算の補正ですが，歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 8,６９２万 9,０００円

を減額し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億 4,９０４万 9,０００円とする。第２条が

繰越明許費，第３条が地方債の補正であります。平成１８年３月８日提出，市長名。 

 ８ページをお開きいただきます。事項別明細での歳入でございますが，款３繰入金，一般会計

繰入金 3,０７５万 5,０００円は，事業の繰り越しによる減でございます。一番下ですが，款６市

債，簡易水道事業債 6,７００万の減は，翌年度に繰り越したための減でございます。 

 ９ページに歳出がございます。款１事業費の水源及び浄水費の中の工事請負費 7,３００万の減

は，水源確保をするため，保安林の解除がおくれたための工事費の減でございます。 

 ４ページに戻っていただきまして，繰越明許費，天下野地区配水管布設がえ事業として５６４

万 9,０００円を繰り越すわけでございます。 

 ５ページに地方債の補正がございます。これは，水源工事の繰り越しによる変更でございます。 

 議案第３７号平成１７年度常陸太田市宅地分譲事業特別会計補正予算(第１号），平成１７年度

常陸太田市の宅地分譲事業特別会計補正予算(第１号）は次に定めるところによる。第１条が歳入

歳出予算の補正でございます。歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 1,２１９万 2,０００円

を減額し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,１７３万 7,０００円とするものでございま

す。平成１８年３月８日提出，市長名。 

 ６ページをお開きいただきます。事項別明細の歳入でございます。これは，当初３戸分譲の予

定でありましたが，結果的に１戸が分譲されまして，２戸が残ったということで，今回の補正で

ございます。 

 ７ページの歳出につきましても，事業費の減による一般会計からの繰出金を戻すものでござい

ます。 

 以上，議案第２９号から議案第３７号までの説明を終わります。 

○議長（生田目久夫君） 水道部長。 

〔水道部長 西野勲君登壇〕 
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○水道部長（西野勲君） 議案第３８号及び議案第３９号について，提案者にかわりましてご説

明申し上げます。 

 初めに，議案第３８号常陸太田市水道事業会計補正予算（第４号）についてでありますが，１

ページをお開きいただきます。第１条が総則でございます。第２条は，業務の予定量の補正で，

平成１７年度常陸太田市水道事業会計予算第２条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

（４）といたしまして，主要な建設改良事業で 1,３３０万 3,０００円の減額補正し，４億 1,３

６０万 7,０００円とするものです。第３条が資本的収入及び支出の補正で，予算第４条に定めた

資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。収入ですが，第１款資本的収入で 1,３３０

万 3,０００円の減額補正し，３億 4,９７６万 7,０００円といたします。次に，支出でございま

すが，第１款資本的支出で 1,３３０万 3,０００円の減額補正し，６億 6,１４１万 5,０００円と

するものです。 

 次のページをお開きいただきます。第４条が他会計からの補助金の補正で，予算第９条に定め

た一般会計からこの会計へ補助を受ける金額１億 6,０１２万 9,０００円を３７７万 5,０００円

減額補正し，１億 5,６３５万 4,０００円に改めるものでございます。平成１８年３月８日提出，

常陸太田市長名。 

 補正の内容につきましては，予算明細書にてご説明申し上げます。９ページをお開きいただき

ます。 

 初めに，収益的収入及び支出の収入でございますが，１款２項２目の他会計補助金の７節一般

会計補助金３７７万 5,０００円の減額補正は，下にございます９節その他の雑収入の増額補正に

伴う処置でございます。３目９節のその他の雑収益３７７万 5,０００円の増額補正でございます

けれども，加入分担金等の増を見込んだものでございます。 

 次のページをお開きいただきます。資本的収入及び支出の収入でございますが，２項１目２節

の工事負担金 1,１００万円の減額補正につきましては，公共下水道関連事業で，当初見込んでお

りました路線について布設がえを要しなくなったため，補正をするものでございます。３項１目

３節の一般会計出資金２３０万 3,０００円の減額補正は，委託業務の確定に伴い，減額補正する

ものでございます。 

 次に，支出でございますけれども，１項２目１節の委託料４０８万 8,０００円の減額補正は，

入札差金によるものでございます。２節の工事費９２１万 5,０００円，事業の確定により補正を

するものでございます。 

 次に，議案第３９号常陸太田市工業用水道事業会計補正予算（第４号）についてご説明申し上

げます。１ページをお開きいただきます。第１条は総則でございます。第２条は収益的収入及び

支出の補正で，平成１７年度常陸太田市工業用水道事業会計予算第３条に定めた収益的収入の予

定額を次のとおり補正する。収入の中で，第１款工業用水道事業の第１項営業収益を１８９万円

の増額補正し，5,０３６万 4,０００円といたします。第２項の営業外収益を同じく１８９万円の

減額補正し，8,７２６万 1,０００円といたします。第３条は他会計からの補助金の補正で，予算

第８条に定めた一般会計から，この会計へ補助を受ける金額 6,７０９万 5,０００円を１８９万円
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減額補正し，6,５２０万 5,０００円に改めるものでございます。平成１８年３月８日提出，常陸

太田市長名。 

 補正の内容につきましては，予算明細書でご説明申し上げます。 

 ６ページをお開きいただきます。収益的収入及び支出の収入ですが，１款１項１目の給水収益

１節の水道料金１８９万円の増額ですが，料金調整の状況を踏まえまして，超過料の水量２万ト

ンを増額補正するものでございます。２項２目の他会計補助金，７節の一般会計補助金１８９万

円の減額補正につきましては，水道料金の増額に伴う処置でございます。 

 以上で，説明を終わります。 

○議長（生田目久夫君） 説明は終わりました。 

            ──────────────────― 

 日程第６ 議案第４０号ないし議案第５０号 

○議長（生田目久夫君） 次，日程第６，議案第４０号平成１８年度常陸太田市一般会計予算に

ついて，議案第４１号平成１８年度常陸太田市国民健康保険特別会計予算について，議案第４２

号平成１８年度常陸太田市老人保健特別会計予算について，議案第４３号平成１８年度常陸太田

市介護保険特別会計予算について，議案第４４号平成１８年度常陸太田市下水道事業特別会計予

算について，議案第４５平成１８年度常陸太田市農業集落排水事業特別会計予算について，議案

第４６号平成１８年度常陸太田市戸別合併処理浄化槽設置整備事業特別会計予算について，議案

第４７号平成１８年度常陸太田市簡易水道事業特別会計予算について，議案第４８号平成１８年

度常陸太田市宅地分譲事業特別会計予算について，議案第４９号平成１８年度常陸太田市水道事

業会計予算について，議案第５０号平成１８年度常陸太田市工業用水道事業会計予算について，

以上１１件を一括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。総務部長。 

〔総務部長 萩谷暎夫君登壇〕 

○総務部長（萩谷暎夫君） それでは，提案者にかわりましてご説明いたします。 

 議案第４０号平成１８年度常陸太田市一般会計予算，平成１８年度常陸太田市の一般会計の予

算は次に定めるところによる。第１条歳入歳出予算でありますが，歳入歳出予算の総額は歳入歳

出それぞれ２３７億 8,１００万円と定める。第２条が債務負担行為でございます。第３条が地方

債，第４条が一時借入金，一時借入金の借入額の最高額は２０億円と定める。第５条が，歳出予

算の流用でございます。平成１８年３月８日提出，市長名。 

 １５ページをお開きいただきます。事項別明細でご説明をいたします。 

 款１市税の市民税でございますが，２１億 8,７６２万 9,０００円，昨年に比べて増額しており

ます。また，固定資産税につきましては減額となっております。１６ページに軽自動車税，１７

ページに市たばこ税，鉱産税，特別土地保有税，ここまでの税の合計が４９億 1,９２０万円でご

ざいます。この計上に当たりましては，定率減税の２分の１の廃止，固定資産税の評価がえ，市

たばこ税の税率改正などの税制改正の動向，また，前年度の実績等を勘案して計上いたしており

ます。１８ページに入湯税，都市計画税がございます。 
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 款２の地方譲与税でございますが，この所得譲与税，自動車重量譲与税，地方道路譲与税，こ

れらに当たりましては，三位一体の改革による税源移譲としての所得譲与税の増，また，地方財

政計画，前年度の実績等を勘案して計上しております。利子割交付金，配当割交付金，株式等譲

渡所得割交付金，地方消費税交付金，ゴルフ場利用税交付金，これらの計上に当たりましても，

地方財政計画，前年度の実績等を勘案いたしました。地方特例交付金につきましても，同様でご

ざいます。 

 次，２０ページをお開き願います。款１０に地方交付税がございます。この計上に当たりまし

ては，合併に伴う財政需要，地方財政計画を勘案し，普通交付税７８億 3,０００万円，特別交付

税７億 5,０００万円を計上いたしました。 

 款１１交通安全対策特別交付金，これらにつきましても，地方財政計画，前年度の実績等を勘

案いたしました。 

 １２の分担金及び負担金，それぞれ計上でございます。 

 １３の使用料及び手数料，使用料でございますが，今年度から新たに１０施設の管理を指定管

理者制度に移行したことによりまして，使用料が減額計上となっております。それぞれごらんい

ただきたいと思います。 

 款１４国庫支出金でございますが，２４ページに里美中学校改築事業費負担金 7,１７９万 2,

０００円計上しております。また，国庫補助金でありますが，合併市町村補助金 2,５００万，ま

た，道路橋りょう費の補助金といたしまして，道整備交付金１億 4,８５０万，また，道路橋りょ

う費及び都市計画費に計上されておりますが，まちづくり交付金，合計で 2,５００万円，それか

ら消防費でありますが，消防施設整備費補助金９１９万，中学校の補助金でありますが，里美中

学校改築事業費の補助金として 4,６６６万 5,０００円，また，保健体育費の補助金，学校給食共

同調理場整備事業費の補助金として 2,８２５万 9,０００円を計上しております。 

 次に，財産収入でございますが，３０ページをお開きいただきます。財産売払収入の中で，土

地開発公社残余財産受入収入を３億円計上してございます。これは，土地開発公社の残余財産受

入収入の３億円の計上でございます。 

 款１７寄附金でありますが，前年同額でございます。 

 １８繰入金，特別会計繰入金，基金繰入金，それぞれ計上してございます。 

 １９の繰越金でありますが，２億 5,０００万，前年度と同額の計上でございます。この計上に

当たりましては，過去の実績等を勘案いたしました。 

 款２０諸収入の延滞金加算金，これにつきましては１０８万 6,０００円，同じく市預金利子は

２万円，貸付金の元利収入として 3,８５２万 4,０００円，また，項４の雑入でありますが，節２

の学校給食費徴収金３億 2,０８１万 4,０００円を計上しております。また，３３ページの中ほど

でありますが，高額療養費等返納金 8,６２７万 2,０００円を計上しております。さらに，その下

でありますが，市民交流センター自主事業入場料 1,８６３万 8,０００円でございます。 

 ３４ページをお開きいただきます。款２１市債でありますが，道路橋りょう債１億 8,５３０万，

また，住宅債 1,０５０万，消防債でありますが 1,８７０万，教育債が１億 9,９５０万，それか
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ら，過疎対策事業債，合計で４億 1,４４０万，それぞれ事業に充当するものであります。合併特

例事業債６億 1,１２０万，道路橋りょう費から消防里美出張所の整備事業に充てるものでありま

す。地域再生事業債 2,５００万，減税補てん債 5,０００万，臨時財政対策債８億 2,０００万を

歳入で計上しております。 

 続きまして，歳出でございますが，３７ページをお開きいただきます。主なものをご説明いた

します。 

 ４３ページの中ほどに，文書広報費の委託料があります。市勢要覧制作委託料２４３万 1,００

０円，これにつきましては，１７年度から平成１８年度の債務負担行為で組んでおります。８８

ページ程度 2,５００部を作成するものでございます。 

 次に，４６ページをお開きいただきます。企画費の中の１３委託料，総合計画策定支援業務委

託料６２８万円，これらにつきましても，平成１７年度から１８年度の債務負担行為でありまし

て，基本構想及び基本計画の策定をするものでございます。 

 続きまして，４８ページをお開き願いたいと思います。支所費の中の１５工事請負費 2,２８２

万円は，金砂郷支所分庁舎のアスベストの除去工事でございます。事務室，ロビー等々のアスベ

ストを除去するものでございます。 

 ５１ページをお開き願いたいと思います。市民活動費の１９負担金，補助及び交付金の中で，

太田地区防犯協会，あるいは安全・安心まちづくり事業２３９万ほど組んでおります。これは，

安全・安心まちづくり推進団体設立事業の補助金として，新規でございます。 

 次に，５２ページをお開き願いたいと思います。地域振興費の中の８の報償費でありますが，

結婚推進事業は拡大をしたものであります。結婚相談員の報償費，後継者結婚媒酌人報償金等で

ございます。金砂郷地区，水府地区，里美地区で，働く男女の交流会を実施するというものと，

また，結婚相談員の報償費等でございます。 

 ５４ページをお開き願います。諸費の中で１３委託料，市民バス運行委託料は，市民バスの試

行運行事業を新規にするものであります。試行コースとしまして，里美・水府コース，金砂郷コ

ースを計画しております。 

 次に，市公共交通計画策定委託料４００万は，新市全域の実情に応じた公共交通サービスの検

討をするものでございます。 

 ずっと飛びまして，６８ページをお開き願いたいと思います。社会福祉総務費の中で，２８繰

出金，国民健康保険特別会計繰出金４億 3,１６２万 8,０００円は，保険基盤安定への繰り出し，

国保財政安定化支援事業繰り出し，職員給与費の繰り出し等に充てるものでございます。 

 続きまして，７１ページをお開き願います。社会福祉施設等の整備費が，１９節の中に 4,８３

７万 5,０００円ございます。これは，それぞれの施設の整備に対する補助金でございます。その

同じ項目でございますが，宅配・買物代行サービス事業は新規でございます。自力で外出が困難

な老人の買物を代行するため，配達・宅配料の一部を助成するものでございます。 

 ７３ページをお開き願いたいと思います。身体障害者福祉費の中の１３委託料でありますが，

障害福祉計画策定業務委託料３８０万は，障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス等の確保
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に関する計画の策定をするものでございます。 

 ７５ページをお開き願いたいと思います。医療福祉費の扶助費の医療福祉扶助費３億 1,８０６

万 4,０００円は，それぞれの扶助費に充当するものでございます。 

 次，７６ページに上から３行目ですが，繰出金，介護保険特別会計繰出金６億 8,４０３万 1,

０００円は，保険給付費の繰り出し，地域支援事業費の繰り出し，職員給与費等に充当するもの

でございます。 

 続きまして，８５ページをお開き願いたいと思います。児童措置費の中の児童手当がございま

す。児童手当の支給事業は拡充をしたものでありまして，児童手当を小学６年生まで支給延長並

びに所得制限の緩和を図るものであります。一番下でありますが，放課後児童クラブ費，これは

拡充をしたものでございまして，対象児童を小学４年まで拡充をするもの，また，せや児童クラ

ブの新規開設をするものであります。そのほか，今までの放課後児童クラブの運営に充てるもの

でございます。 

 ８９ページをお開き願いたいと思います。保健衛生総務費の１９負担金，補助及び交付金の中

で，常陸大宮済生会病院運営費 1,５３３万円は新規でございまして，常陸大宮済生会病院運営費

の一部として負担するものでございます。 

 次に，９３ページをお開き願いたいと思います。老人保健事業費の中で１３委託料，中ほど下

にございますが，ミニドック検診事業は新規でございます。対象年齢が４０歳以上，総合的施設

検診によりまして検診日数を短縮し，利用者の利便を図るもので，個人負担の一部を軽減するも

のでございます。 

 ９５ページをお開き願いたいと思います。保健センター管理費の中の一番上の工事請負費，金

砂郷地区保健センターアスベスト除去工事が３１１万 9,０００円計上してございます。階段，天

井のアスベストの除去工事でございます。 

 同じページの一番下でございますが，簡易水道事業特別会計繰出金１億 4,３０８万円は，それ

ぞれの事業に充当するための繰出金でございまして，里美北部地区の取水堰，あるいは大中・小

菅地区の石綿管布設がえ工事，松平・中染地区の石綿管布設がえ改良事業等が主なものでござい

ます。 

 次に，９７ページをお開き願いたいと思います。中ほどに診療所建設費がございますが，工事

請負費１億 7,２８３万円は，天下野診療所建設工事並びに里美歯科診療所の建設工事費でござい

ます。 

 ９９ページをお開き願いたいと思います。清掃総務費の中の２８繰出金でございますが，戸別

合併処理浄化槽設置整備事業特別会計繰出金 3,１９８万 3,０００円でございますが，これは，予

定基数５０基，水洗化による生活公衆衛生の向上と，里川等河川の水質保全と水質汚濁防止のた

めに合併浄化槽を設けているものでございます。その繰出金でございます。 

 １０２ページをお開き願いたいと思います。１３の委託料の中ほどに，里美クリーンセンター

調査設計委託料並びに里美クリーンセンター生活環境影響調査委託料でございますが，これは新

規でございます。里美新処理場整備に係る生活環境影響調査，また，基本設計の委託料でござい
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ます。合計で 2,０００万でございます。 

 次に，１０６ページから７ページにかけてごらんいただきたいと思います。農業費でございま

すが，１０６ページ一番下の１５工事請負費，集落道整備工事 6,３００万，１０７ページの高齢

者等活動生活支援促進施設整備工事 3,０４０万，これは新山村振興特別対策事業費でございまし

て，また，１０９ページにございます茶加工施設整備費 3,９０７万 3,０００円，これもあわせて

の事業でございます。集落道の整備につきましては里川町の改良舗装工事，高齢者等活動生活支

援促進施設整備事業は小中町であります。また，次のページにあります茶加工施設整備事業につ

きましては，大中町の施設に充当するものでございます。 

 １１１ページをお開き願いたいと思います。農地費でありますが，農道用排水整備事業をここ

で計上しております。負担金，補助及び交付金の中にもありますが，大中第３期農免道路整備事

業負担金 2,６３７万 3,０００円，小妻地区ふるさと農道整備事業負担金 2,５２０万，県北東部

広域農道整備事業負担金 6,３４９万 4,０００円，一番下でありますが，県単土地改良事業費 1,

７２８万等でございます。 

 次に，１１２ページをお開きいただきます。この繰出金，農業集落排水事業特別会計繰出金２

億 5,８２３万 9,０００円でありますが，これは，中野・小島地区処理施設及び管路整備工事に充

てるもの及び春友・常福地・茅根・白羽地区の整備計画調査の負担金等に充てるものでございま

す。 

 続きまして，１１８ページをお開き願いたいと思います。林道整備事業でございますが，１５

の工事請負費，林道開設改良舗装工事は松平千寿線のものであります。 

 次の，１９の負担金，補助及び交付金でございますが，奥久慈グリーンライン林道整備費負担

金でございます。 

 続きまして，１２０ページをお開き願いたいと思います。商工振興費の中の負担金，補助及び

交付金でございますが，一番下に中心市街地活性化推進事業費３００万を計上してございます。

これは，中心市街地活性化基本計画に基づく市街地の活性化事業に助成するものでございます。 

 次に，１２１ページの助成金，住宅リフォームの資金５００万でございますが，これは平成１

６から１８年度にかけての助成金でございます。市民が市内に所有する住宅の改修工事を市内業

者に発注した場合に，その経費の一部を助成することにより，市内の商工業の活性化を図るため

のものでございます。 

 次に，１２３ページの観光費の委託料でございます。中ほど以下に，観光情報誌作成委託料５

３２万 7,０００円を計上してございます。これは，平成１７年度から１８年度の債務負担行為で

ございまして，新市の観光情報誌・ダイジェスト版の作成を委託するものでございます。 

 また，１２５ページには補助金がございますが，各種イベントの補助事業として 3,８００万ほ

ど組んであります。産業文化祭，さくらまつり，太田まつり，都々逸全国大会，金砂郷まつり，

鯉のぼりまつり，春の味覚まつり等のイベントに補助するものでございます。ごらんいただきた

いと思います。 

 次に，１３１ページをごらんいただきたいと思います。ここでは，道整備交付金事業といたし
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まして３億 2,０００万ほど，また，地方道路整備臨時交付金事業として 4,６００万，その他の橋

りょう費として８億 8,０００万ほど計上してございます。道路整備交付金事業といたしましては，

合併特例事業として，西河内幹線，大門幹線，磯部天神林線，粟原小島線，高柿千寿線等でござ

います。地方道路整備臨時交付金事業としましては，里野宮白羽線整備事業の道路改良，あるい

は用地補償でございます。その他としまして，猿ケ橋線，常福地中軍線，真弓矢吹線，亀作田崎

中通線，西バイパス舗装補修，大草線，中沢線，青木線，瀬良田橋改修工事費等でございます。 

 続きまして，１３４ページをお開き願いたいと思います。都市計画費でございますが，１３の

委託料に，駅周辺整備計画推進事業委託料 2,０００万を組んでおります。これは，現況調査，基

本設計，計画策定等でございます。また，都市計画基礎調査委託料 1,１９０万 1,０００円を組ん

でおりますが，これは都市計画法に基づく都市計画区域内の基礎調査，金砂郷地区都市計画方針

決定に関する調査業務等でございます。 

 次に，１３５ページをお開き願いたいと思います。１３の委託料でありますが，旧消防庁舎跡

地公園測量調査業務委託料２４９万 9,０００円，また，１５には旧消防庁舎跡地公園整備工事 1,

５００万，これらにつきましては，地域住民を交えたワークショップによる公園づくりを進めて

まいります。 

 次に，１３６ページをお開き願いたいと思います。街なみ環境整備事業として 2,１１５万 8,

０００円を計上しております。これは，西二町小公園整備，修景施設整備費を充てるものでござ

います。同じページですが，下水道費の２８繰出金，下水道事業特別会計繰出金６億 7,１６０万

でございますが，これは，公共下水道事業の管路整備工事，大森町，谷河原町，天神林町，下河

合町，市街化区域周辺部でございます。また，特定環境保全公共下水道事業として，水処理電気

機械設備・汚泥棟の建設等，これは久米に建設するものでございます。また，管渠工事としまし

て，久米町，芦間町，大里町，薬谷町，和田町，松平町等の工事費でございます。 

 続きまして，１３８ページをごらんいただきたいと思います。住宅建設費でございますが，3,

３９８万 3,０００円は市営住宅の改修事業でございます。新宿町の６・７団地３５戸，トイレ改

修，また，ガス改修工事でございます。 

 次に，消防費でありますが，１４４ページをお開き願いたいと思います。３の消防施設費でご

ざいますが，１３の委託料，測量調査設計委託料，また，１５の工事請負費ですが，消防防火水

槽工事 5,０００万，また，消防里美出張所の整備事業は新規でございますが，消防里美出張所整

備工事 2,３００万等でございます。また，備品購入費の中の初度調弁費はそれらの施設設置に伴

うものでございます。 

 １４６ページをお開き願いたいと思います。１３の委託料でございます。一番上でございます

が，防災訓練会場設営業務委託料 1,１５０万は，８月２６日に開催予定の総合防災訓練事業でご

ざいます。これは新規でございます。 

 次に，１５の工事請負費，中ほどにございますが，防災行政無線システム整備工事でございま

す。１億 3,３５０万は，里美地区に新規に設置するものでございます。合併特例事業でございま

す。これは，中継局２カ所，屋外拡声子局１６カ所，戸別受信機 1,４３０台を整備するものでご
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ざいます。 

 続きまして，教育費に移ります。１４９ページの１の報酬として，適応指導教室指導員報酬が

２０４万円ほど上がっております。また，次のページにありますが，１５０ページの工事請負費，

施設の補修工事，あるいは備品購入費等，これらは適応教室の開設事業，新規でございますが，

それらに充当する費用でございます。 

 続きまして，１５７ページ一番下でございますが，中学校費の教育振興費で，中学生海外派遣

事業４６７万 9,０００円は，オーストラリアに中学生を研修させるものでございます。派遣人員

が２４名，中学２年生対象としております。 

 続きまして，１５８ページをお開き願います。中学校建設費４億 9,２１２万 9,０００円は，里

美中学校の建設事業でございます。２年目に当たります。鉄筋コンクリート２階建て，3,８２１

平方メートルの建物でございます。 

 続きまして，１６０ページをお開き願いたいと思います。幼稚園費でございますが，工事請負

費 2,１０１万 7,０００円は，幼稚園のパントリー整備事業でございまして，太田進徳幼稚園，幸

久幼稚園のパントリー整備工事費でございます。 

 一般会計最後になりますが，１８８ページをお開き願いたいと思います。目６に学校給食セン

ター建設費がございます。３億 3,３９２万 3,０００円は，学校給食センター里美センター建設事

業でございます。鉄骨２階建て７２３平方メートル，１日に５００食，ドライシステムで，合併

市町村の施設の統合を図るということで建設するものでございます。 

 １１ページに戻っていただきます。第２表債務負担行為がございます。市議会議員一般選挙ポ

スター掲示場の設置，撤去，また，清掃センター運転維持管理業務，ごみ収集運搬業務，それぞ

れ記載のとおり，今回，債務負担行為をするものでございます。期間については，平成１９年度

でございます。 

 次に，１２ページが地方債でございます。各項目，記載のとおりでございます。総額で２３億

4,０２０万円でございまして，これが今年度の地方債でございます。起債の方法，利率，償還方

法につきましては，ごらんいただきたいと思います。 

 次に，２０７ページをお開きいただきます。議案第４１号平成１８年度常陸太田市国民健康保

険特別会計予算，平成１８年度常陸太田市の国民健康保険特別会計の予算は次に定めるところに

よる。第１条が歳入歳出予算でございます。事業勘定の歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞ

れ５７億 4,１６５万 5,０００円と定める。第２条が一時借入金，一時借入金の借り入れの最高額

は，事業勘定１億 5,０００万円と定める。第３条が歳出予算の流用でございます。平成１８年３

月８日提出，市長名。 

 この会計につきましても，２１４ページをお開きいただきます。事項別明細の歳入でございま

す。款１国民健康保険税は，本年度１６億 5,４９０万 8,０００円を計上しております。昨年と比

較して，7,６０２万 1,０００円の増を見込んでおります。これは，税の均一課税等によるもので

ございます。 

 次に，款３の国庫支出金でございますが，これは合計で１６億７８５万 9,０００円でございま
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すが，昨年度よりトータルで増となっております。これは，一般被保険者療養給付費，介護納付

金の増に伴う計上でございます。 

 次に，２１５ページの県支出金でございますが，国庫負担金同様，給付費の増及び補助率の改

定による増となっております。 

 続きまして，２１６ページをお開き願いたいと思います。一般会計繰入金でございます。昨年

度と比べまして，9,３４８万 7,０００円の増で，４億 3,１６２万 8,０００円となっております。

また，支払準備基金繰入金３億 2,５１１万 1,０００円も，一般会計繰入金同様，税の補てん分で

ございます。 

 次に，２１８ページに歳入がございます。一般管理費，また，２１９ページの徴税総務費につ

きましては，経費の節減を図るとともに，合併による電算事業の管理によりまして，昨年に比べ

減額となっております。 

 ２２１ページの款２保険給付費でございますが，この中で，一般療養給付費，退職療養給付費，

一般療養費，退職療養費等３５億 4,４７５万 5,０００円，２２２ページに合計が出ておりますが，

被保険者全体の高年齢化に伴い，昨年度より増額となっております。 

 ２２２ページの高額療養費につきましては，保険給付費の伸びに伴い，昨年度より増額となっ

ております。 

 また，２２３ページをごらんいただきたいと思いますが，老人保健拠出金でございます。これ

につきましては，例年ベースの拠出でございます。 

 続いて，２２５ページの一番下でございますが，予備費の１億 1,６７６万円につきましては，

支出の増加に備えるため，保険給付費の３％を計上しております。 

 以上でございます。 

 次に，２３３ページをお開きいただきます。議案第４２号平成１８年度常陸太田市老人保健特

別会計予算，平成１８年度常陸太田市の老人保健特別会計の予算は次に定めるところによる。第

１条歳入歳出予算，歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ６５億 8,００７万 1,０００円とす

る。第２条が歳出予算の流用でございます。平成１８年３月８日提出，市長名。 

 ２３８ページをお開き願いたいと思います。事項別明細の歳入でございますが，款１の支払基

金交付金，医療費交付金３３億 8,２３３万 2,０００円は，昨年に比べまして，２億 2,３１８万

8,０００円の減となっております。これは，支払基金の公費負担割が下がったため，交付金が減

額となりました。 

 次の，款２国庫支出金，款３県支出金，また，款４繰入金につきましては，公費負担割がふえ

るため，それぞれ増額となっております。 

 ２４０ページに歳出がございます。歳出医療費につきましては，６５億２８５万 4,０００円を

計上いたしました。昨年に比べ 6,８０８万 9,０００円の増額となっております。平成１４年度の

税制改正に伴いまして，対象年齢が７５歳に引き上げられたことによりまして，原則新規対象者

は１９年までなくなるため減りますが，逆に，受給者の高齢化に伴い，１人当たりの医療費の増

加が見込まれるものでございます。 
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 以上が議案第４２号でございます。 

 続きまして，２４３ページをお開きいただきます。議案第４３号平成１８年度常陸太田市介護

保険特別会計予算，平成１８年度常陸太田市の介護保険特別会計の予算は次に定めるところによ

る。第１条が歳入歳出予算でございます。事業勘定の歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ

４１億 2,５９６万 1,０００円と定める。第２条が借入金でございます。一時借入金の借り入れの

最高額は，事業勘定３億 1,０００万円とすると定める。第３条が歳出予算の流用でございます。

平成１８年３月８日提出，市長名。 

 ２５０ページをお開き願います。事項別明細，歳入でご説明申し上げます。 

 款１保険料，第１号被保険者保険料が１億 8,２３５万 3,０００円の増となっております。これ

は，税制改正に伴いましての増ということでございます。また，款３国庫支出金，款４支払基金

交付金，款５県支出金につきましては，対前年度当初で３％から３0.６％の伸びを見ております。 

 次に，２５２ページをお開き願いたいと思います。款７繰入金でございますが，繰入金につき

ましては，一般会計繰入金，基金繰入金合わせて７億 5,６５３万 1,０００円で，増を見ておりま

す。 

 次に，２５４ページから歳出でございます。この中で，２５７ページ，介護サービス等の諸費

でございますが，居宅介護サービス給付費につきましては，新予防給付費の創設によりまして，

介護サービスに一部移行することからの減を見込んでおります。施設介護サービス給付費につき

ましては，制度改正により，食費，居住費が保険対象となることからの減を見込んでおります。 

 ２５８ページに介護予防サービス等の諸費でございますが，居宅介護サービス給付費から移行

されることなどにより，伸びを見込んでおります。 

 次に，２５９ページの特定入所者介護サービス等費でございますが，これは，制度改正により

まして，低所得者の施設入所者に対する食費・居住費の一部を補足給付するものでありまして，

合計で２億 1,２０４万円ほど見込んでおります。 

 ２６０ページに地域支援事業費でございますが，これも制度改正によるもので，介護認定を受

けていない高齢者に対する介護予防事業費でございます。それぞれお示しのように見込んでおり

ます。 

 以上で，介護保険特別会計予算の説明を終わります。 

 次に，２７１ページをお開きいただきます。議案第４４号平成１８年度常陸太田市下水道事業

特別会計予算，平成１８年度常陸太田市の下水道事業特別会計の予算は次に定めるところによる。

第１条が歳入歳出予算であります。歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ１９億 9,５８０万

円と定める。第２条が地方債でございます。第３条が一時借入金で，一時借入金の借り入れの最

高額を６億円と定めるものでございます。平成１８年３月８日提出，市長名。 

 ２７８ページをお開きいただきます。事項別明細の歳入でございますが，款１分担金及び負担

金の受益者負担金は，今年度５９０万 1,０００円の減でありますが，過年度賦課の分の減による

ものでございます。 

 次に，国庫支出金でございますが，公共下水道事業費の補助金の増，公共下水道事業交付金が
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新たに入りましたので，１億 1,４５５万ほどの増となっております。 

 同じページの一番下でございますが，款６繰入金，一般会計繰入金につきましては６億 7,１６

０万円となりますが，内訳は，太田分が５億 9,８３７万 3,０００円，金砂郷分が 7,３２２万７

００円，合計でこの額となっておりまして，一般会計の繰入金となるものでございます。 

 続きまして，２７９ページの一番下の市債，下水道事業債５億 9,９００万でございますが，公

共下水道分として１億 8,５８０万円，下の特定環境保全公共下水道建設事業債が３億 9,０２０万

円，それぞれ市債を起こしております。 

 ２８０ページから歳出がございます。２８１ページの中ほどに工事請負費２億 7,１２４万円が

あります。これは，大森地区と佐竹南台の整備を行うものと，今年度より許認可区域の拡大を行

い，市街化調整区域内の馬場町，増井町，新宿町，下河合町の整備を行うものでございます。 

 ２８２ページをお開き願いたいと思います。目２の流域下水道費でございますが，これは，流

域下水道汚水処理場建設及び維持管理費でございます。 

 また，２８３ページの委託料でございますが，汚水処理場建設工事委託料でございます。これ

は，２８２ページにありますように，特環下水道事業費でございます。 

 また，同じページでありますが，１５工事請負費，これも特環下水道汚水管渠整備工事であり

ます。これは，金砂郷・水府地区の工事でございまして，4,１００メートルほどの工事を行いま

す。 

 ２８４ページでありますが，公債費につきましては，公共下水道及び特環下水道事業の建設事

業債の元金と利子分でございます。 

 ２７５ページに戻っていただきまして，そこに地方債がございます。公共下水，流域下水道，

特環下水道事業を合わせまして５億 9,９００万円が起債の限度額であります。起債の方法，利率，

償還の方法につきましては，それぞれごらんいただきたいと思います。 

 次に，２９３ページをお開きいただきます。議案第４５号平成１８年度常陸太田市農業集落排

水事業特別会計予算，平成１８年度常陸太田市の農業集落排水事業特別会計の予算は次に定める

ところによる。第１条が歳入歳出予算，歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ６億 5,９８０

万円と定める。第２条が地方債，第３条が一時借入金，一時借入金の最高額は２億 7,０００万円

と定める。平成１８年３月８日提出，市長名。 

 ２９９ページに事項別明細の歳入がございます。款１の分担金及び負担金の中の受益者分担金

でありますが，今年度は昨年に比べまして 1,１４８万 6,０００円の減でございます。これは，昨

年度に中野・小島地区の受益者分担金を賦課したため，今年度は減になるものでございます。中

ほど以下に県支出金１億 5,９５８万円，これは金砂郷地区の中野・小島地区に対します県の補助

金でございます。一般会計繰入金２億 5,８２３万 9,０００円につきましては，太田地区が２カ所，

金砂郷地区が３カ所，水府地区が１カ所，里美地区が２カ所，合計で８カ所分の一般会計の繰り

入れでございます。 

 ３００ページをお開き願います。款７市債でございますが，これも，中野・小島地区の事業に

充当するものでございます。 
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 ３０１ページから歳出がございますが，３０２ページの中ほどに，総務管理費の委託料がござ

います。6,８８２万 2,０００円は，供用開始をしております７地区の各施設等の維持管理費に要

する経費でございます。その下の１５工事請負費 2,３４４万 8,０００円は，里美地区の道路改良

工事によります戸倉橋の配水管架けかえ工事，また，太田地区及び水府地区の処理施設機械等の

補修工事費でございます。 

 ３０３ページをお開き願いたいと思いますが，この工事請負費３億 2,１７６万円でございます

が，これは，中野・小島地区の処理施設及び管路施設の工事費用でございます。 

 ３０４ページに款２公債費，合計で１億 3,０８３万 6,０００円につきましては，８地区の農業

集落排水事業債の元金と利子分でございます。 

 ２９６ページに戻っていただきます。第２表地方債でございます。農業集落排水事業費１億 6,

４７０万でございますが，起債の限度額となります。起債の方法，利率，償還の方法等につきま

しては，ごらんいただきたいと思います。 

 次，３１１ページをお開きいただきます。平成１８年度常陸太田市戸別合併処理浄化槽設置整

備事業特別会計予算，平成１８年度常陸太田市の戸別合併処理浄化槽設置整備事業特別会計の予

算は次に定めるところによる。第１条歳入歳出予算，歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ

１億３９８万 8,０００円と定める。第２条が地方債，第３条が一時借入金，一時借入金の借り入

れの最高額は 3,０００万円と定める。平成１８年３月８日提出，市長名。これは，里美地区のみ

の事業で，平成１１年度から特別会計により事業を実施しているものでございます。 

 ３１７ページをお開きいただきます。事項別明細の歳入でございます。１の使用料及び手数料，

戸別合併処理浄化槽使用料 1,０９８万 2,０００円は，約４６０戸の使用料を見ております。２の

国庫支出金，戸別合併処理浄化槽設置整備事業費補助金でございますが，これは，戸別合併処理

浄化槽設置整備費で５０戸分を見ております。 

 ３１８ページに市債がございます。4,３２０万円借り入れるわけです。 

 次に，３１９ページ，歳出でございます。戸別合併処理浄化槽設置整備事業費の中で，一番下

に工事請負費がございますが，6,１５０万は浄化槽の設置工事でございます。５０戸分の浄化槽

を設置するものでございます。 

 ３２０ページに款２公債費，これは今までの元金，利子償還金に充てるものでございます。 

 ３１４ページに戻っていただきまして，第２表でございますが，地方債があります。これは，

戸別合併処理浄化槽設置整備事業債，限度額が 4,３２０万円でございまして，起債の方法，利率，

償還の方法につきましては，ごらんいただきたいと思います。 

 次，議案第４７号平成１８年度常陸太田市簡易水道事業特別会計予算，平成１８年度常陸太田

市の簡易水道事業特別会計の予算は次に定めるところによる。第１条が歳入歳出予算，歳入歳出

予算の総額は歳入歳出それぞれ４億 3,３７９万 6,０００円と定める。第２条が地方債，第３条が

一時借入金，一時借入金の借入額の最高額は 5,０００万円と定める。平成１８年３月８日提出，

市長名。 

 ３３３ページをお開きいただきます。事項別明細の歳入でございます。最初の分担金及び負担
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金の負担金でございますが，１１７万 2,０００円，これは新規加入者の負担金を見込んでおりま

す。款２使用料及び手数料でありますが，使用料は１億 3,３０９万を見込んでおります。諸収入

の中の雑入，一番最後ですが，道路改良に伴う配水管等布設がえ補償費，その他の雑入として見

込んでおります。次の３３４ページの市債につきましては，簡易水道事業債として起債を起こし

ている分でございます。 

 次，歳出でございますが，３３５ページには款１事業費，一般管理費 6,０１０万 5,０００円を

計上しております。また，３３７ページの款１の事業費の維持修繕費でございますが，一番上で

ございますが，工事請負費 7,５８０万 6,０００円は，取水堰建設及び管理用道路開設工事が主な

ものでございます。同じく事業費の目の配管費の中の１５工事請負費 9,８７０万 9,０００円でご

ざいますが，これは，石綿管布設がえ工事と道路改良工事に伴う配水管布設がえ工事，また，増

減圧施設整備工事としての計上でございます。 

 ３３８ページには公債費が載せてございますが，これは，元金と利子の償還金でございます。 

 ３３０ページに戻っていただきまして，第２表が地方債でございます。１億 4,５８０万円，簡

易水道事業債として，今年度地方債として起債を起こすものでございます。起債の方法，利率，

償還の方法につきましては，ごらんいただきたいと思います。 

 次に，３４５ページをお開きいただきます。議案第４８号平成１８年度常陸太田市宅地分譲事

業特別会計予算，平成１８年度常陸太田市の宅地分譲事業特別会計の予算は次に定めるところに

よる。第１条が歳入歳出予算でございます。歳入歳出の予算の総額は，歳入歳出それぞれ 1,１１

８万 2,０００円と定める。第２条が一時借入金，一時借入金の借入額の最高額は２００万円と定

める。平成１８年３月８日提出，市長名。これは，水府・里美地区のものでございます。 

 ３５０ページに，事項別明細の歳入がございますが，ご説明いたします。款１の財産収入の不

動産売払収入８００万円は，１区画分の分譲を見込んでございます。 

 ３５１ページでありますが，歳出でございます。これは，１区画分の売払収入を一般会計へ繰

り出すものが主なものでございます。残りは，維持補修費等でございます。 

 以上で，議案第４０号から第４８号までの説明を終わります。 

○議長（生田目久夫君） 水道部長。 

〔水道部長 西野勲君登壇〕 

〇水道部長（西野勲君） 議案第４９号及び議案第５０号について，提案者にかわりましてご説

明申し上げます。別冊となっております。 

 初めに，議案第４９号平成１８年度常陸太田市水道事業会計予算について，予算書の３ページ

をお開きいただきます。第１条が総則でございます。第２条は，業務の予定量で，（１）給水件数

を１万 8,１１９件，２の年間総給水量を５７０万 8,７２８立方メートル，それを１日平均にいた

しますと，１万 5,６４０立方メートルでございます。（４）の主要な建設改良事業につきまして

は，３億 6,１２０万 1,０００円を予定しております。第３条が収益的収入及び支出でございまし

て，収入につきましては，第１款水道事業収益で１１億７５４万円，対前年度比で 1.２％のマイ

ナスとなっております。 
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 支出ですが，第１款水道事業費用で１０億 9,１２０万 8,０００円は，対前年度比 0.８％の減

となっております。 

 ４ページにまいりまして，第４条が資本的収入及び支出でございます。収入につきましては，

第１款資本的収入で２億 3,７１５万 1,０００円は，前年度に比べまして３6.３％の減となってお

ります。支出につきましては，第１款資本的支出で６億 2,６６８万 7,０００円，対前年度比１5.

３％でございます。ここで，資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額３億 8,９５３万 6,

０００円は，当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1,７００万 1,０００円及び過年度

分損益勘定留保資金３億 7,２５３万 5,０００円で補てんするものといたします。第５条が，企業

債の定めでございます。起債の目的は送配水施設建設事業で，限度額を２億 1,０００万円といた

します。第６条が，一時借入金の限度額ですが，これを 8,０００万円と定めます。第７条が，予

定支出の各項の経費の金額の流用の定めでございます。第８条が，議会の議決を経なければ流用

することのできない経費でございます。第９条は，他会計からの補助金でありますが，この会計

に補助を受ける金額は１億 4,４４２万 8,０００円であります。第１０条が，棚卸資産の購入限度

額を 1,２００万円と定めます。平成１８年３月８日，市長名。 

 予算の内容につきましては，予算明細書にてご説明申し上げます。 

 ２４ページをお開きいただきます。収益的収入及び支出のうち収入ですが，１款１項１目の給

水収益，水道料金で９億 1,６３５万 5,０００円を見込んでございます。前年度比 0.３％の増で

ございます。地区別で申し上げますと，常陸太田地区の給水件数１万 4,４０１件で６億 7,５８６

万 1,０００円，金砂郷地区，給水件数 3,７１８件で２億 4,０４９万 4,０００円を見込んでござ

います。２５ページにまいりまして，営業外収益２目７節の一般会計補助金でございますが，常

陸太田地区 2,２６９万円は，未給水区域の解消事業の企業債利子の補てんのためでございます。

金砂郷地区１億 2,１７３万 8,０００円は，経営経費に対する補助でございます。トータルで１億

4,４４２万 8,０００円は，対前年度比 9.３％の減でございます。 

 次の２６ページにまいりまして，支出でございます。営業費用１目原水及び浄水費で１億 6,４

０３万 9,０００円，前年度比１0.８％の減でございます。これは，瑞竜浄水場，金砂郷地区久米

浄水場ほか２つの浄水場及び取水施設関連の維持管理のための費用を計上したものでございます。

主なものは，人件費のほか１６節の委託料，１９節の修繕費及び２２節の動力費等でございます。 

 ２８ページにまいりまして，２目の送配水及び給水費１億 3,０５９万 2,０００円で，対前年度

比 4.８％の増でございます。これは，各送水ポンプ場，送配水管，量水器の維持管理のための費

用でございます。主に，人件費１６節の委託料，１９節の修繕費，２２節の動力費等でございま

す。 

 次に，３０ページにまいりまして，４目の総係費１億 8,２８３万 8,０００円は管理的な経費を

計上したもので，主なものは，人件費のほか１６節の委託料及び１８節の使用料及び賃借料です。 

 次に，３２ページでございます。５目の減価償却費ですが，３億 8,１３６万 7,０００円で，前

年度と約同額を計上してございます。常陸太田地区で２億 3,６６３万 7,０００円，金砂郷地区で

１億 4,４７７万 7,０００円の計上となっております。 



 ５４

 次に，３３ページにまいりまして，営業外費用１目４６節の企業債利息につきましては，１億

9,４２５万 8,０００円ですが，常陸太田地区１億 2,２８２万 5,０００円，金砂郷地区で 7,１４

３万 3,０００円で，これは前年度比３％の減となっております。 

 次に，３４ページをお開きいただきます。資本的収入及び支出のうち収入でございますが，１

目１節企業債で２億 1,０００万円は，配水管の布設がえ６路線のほか，建設改良事業による借り

入れをするものでございます。２節工事負担金 2,７１５万 1,０００円は，公共下水道関連及び消

火栓設置等の事業を見込んだものでございます。 

 次に，支出でございますが，建設改良費２目１節委託料の 3,９８２万 9,０００円でございます

が，佐竹小学校跡地に配水池等を予定してございます。それらの設計委託料等を計上しておりま

す。２節の工事費３億３８４万 2,０００円は，配水管布設がえ８路線，低水圧解消事業，公共下

水道関連事業等の事業を計上したものでございます。 

 企業債償還１目３０節の元金償還金２億 6,５４８万 6,０００円は，常陸太田地区で１億 5,８

５８万 7,０００円，金砂郷地区で１億６８９万 9,０００円を計上したものでございます。 

 なお，７ページから２３ページまで予算に関する説明書がございますので，ごらんいただきた

いと存じます。 

 次に，議案第５０号平成１８年度常陸太田市工業用水道事業会計予算についてご説明申し上げ

ます。３７ページをお開きいただきます。第１条が総則でございます。第２条が業務の予定量で

ございます。１の給水事業所数は４社でございます。年間給水量は８０万 5,９２０立方メートル，

これを１日平均いたしますと，2,２０８立方メートルでございます。第３条が収益的収入及び支

出の予定額でございますが，収入につきましては，第１款工業用水道事業収益で１億 3,４９５万

9,０００円，これは前年度比 1.９％の減となっております。支出については，第１款工業用水道

事業費用で１億 3,６６４万 1,０００円，前年度比 1.６％の減となっております。 

 次のページをお開きいただきます。第４条は資本的収入及び支出の予定額で，支出につきまし

ては，第１款資本的支出で 4,１８０万 5,０００円です。前年度比 6.５％の増となっております。

なお，資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 4,１８０万 5,０００円は，過年度分損益勘

定留保資金で補てんするものでございます。第５条が一時借入金で，限度額を 1,０００万円と定

めます。第６条が，予定支出の各項の経費の金額の流用の定めでございます。第７条が，議会の

議決を経なければ流用することのできない経費の定めでございます。第８条が，一般会計からの

補助金を受ける額を 6,３４９万 4,０００円といたします。平成１８年３月８日，常陸太田市長名。 

 予算の内容につきましては，予算明細書にてご説明申し上げます。 

 ５４ページをお開きいただきます。まず初めに，収益的収入及び支出のうち収入でございます。

営業収益１目１節の水道料金で 4,９４１万 9,０００円は，対前年度比 1.９％の増を見込んでご

ざいます。次に，営業外収益２目７節の一般会計補助金 6,３４９万 4,０００円は，前年度比 5.

４％の減でございます。なお，補助金の使途につきましては，経営経費の一部に充当するもので

ございます。 

 次に，支出ですが，営業費用１目原水及び浄水費は，浄水場等の維持管理のための費用を計上



 ５５

したものでございます。主なものは，１６節の委託料，１９節の修繕費，２２節の動力費などで

ございます。 

 次に，５６ページをお開きいただきます。４目の総係費でございますが，人件費など管理的経

費を計上したものでございます。 

 ５７ページにまいりまして，５目減価償却費は，ほぼ前年度同額の計上となっております。4,

６６０万円の計上でございます。 

 ５８ページをお開きいただきます。営業外費用１目４６節の企業債利息は，常陸太田工業用水

道のみの計上で 2,８２１万 3,０００円，これは前年度比 1.２％の減となっております。 

 次のページにまいりまして，資本的収入及び支出の支出でございます。１款１項１目の企業債

償還金，３０節の元金償還金でございます。常陸太田工業用水道のみの計上となっております。

4,１８０万 5,０００円，前年度比 6.５％の増でございます。 

 

 なお，３９ページから５３ページまで予算に関する説明書がございますので，ごらんいただき

たいと存じます。 

 以上で，議案第４９号及び議案第５０号の説明を終わります。 

○議長（生田目久夫君） 説明は終わりました。 

──────────────────― 

○議長（生田目久夫君） 以上で，本日の議事は議了いたしました。 

 次回は，３月１０日定刻より本会議を開きます。 

 本日は，これにて散会いたします。 

午後２時５５分散会 

 

 


